
日
本
近
代
都
市
に
お
け
る
水
利
事
業
の
展
開
と
慣
行
水
利
権

琵
琶
湖
疏
水
鴨
川
運
河
に
お
け
る
「
伊
藤
水
車
」
の
水
力
使
用
を
め
ぐ
っ
て

白

木

正

俊
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【
要
約
】
　
従
来
、
日
本
の
近
代
に
お
け
る
水
利
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
農
村
に
お
け
る
濃
概
用
水
が
主
で
あ
り
、
都
市
に
お
い
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
考
察
す
る
琵
琶
湖
疏
水
事
業
は
，
一
八
九
一
年
に
開
始
さ
れ
た
京
都
市
営
の
水
利
事
業
で
あ
る
。
そ
の
用
途
は
灌
概

用
水
の
み
な
ら
ず
水
力
、
電
気
、
舟
運
等
に
及
ぶ
多
目
的
水
利
事
業
で
あ
り
、
事
業
開
始
以
来
、
京
都
の
近
代
化
を
牽
引
し
て
き
た
社
会
資
本
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
そ
の
中
で
も
、
鴨
川
運
河
か
ら
引
水
使
用
し
た
精
米
水
車
業
の
「
伊
藤
水
車
」
の
水
力
使
用
に
注
目
し
た
。
大
正
期
以
降
の
京
都
市
の
経
済
発

展
の
進
展
に
伴
い
、
琵
琶
湖
疏
水
事
業
の
重
点
が
水
力
・
舟
運
か
ら
電
気
に
移
行
し
て
い
く
過
程
で
、
一
九
二
〇
年
の
使
用
条
例
の
改
正
を
機
に
、
京
都

市
は
、
鴨
東
地
域
南
部
の
地
域
名
望
家
、
伊
藤
庄
兵
衛
等
が
近
世
以
来
の
慣
行
水
利
権
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
続
け
て
き
た
疏
水
の
特
権
的
使
用
に
反
対
し
、

両
者
の
論
争
の
う
え
最
終
的
に
特
権
が
否
定
さ
れ
、
使
用
料
の
公
平
化
が
実
現
し
、
近
代
都
市
に
お
け
る
「
市
民
的
公
共
関
係
」
が
成
立
す
る
過
程
を
解

明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
【
○
○
巻
二
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
主
た
る
課
題
は
、
日
本
近
代
都
市
に
お
け
る
水
利
使
用
の
特
徴
を
、
都
市
が
近
代
化
す
る
過
程
の
中
で
解
明
し
位
置
付
け
る
こ
と
に

あ
る
。
旦
剛
体
的
に
は
、
天
九
二
年
以
隆
京
都
市
が
公
営
妻
と
し
て
讐
を
開
始
す
る
琵
鯖
疏
水
事
業
の
う
ち
、
鴨
川
東
岸
に
並
行
し
鵬

て
市
中
を
貫
流
す
る
鴨
川
運
河
（
九
五
年
完
成
）
の
水
力
使
用
を
め
ぐ
り
、
近
世
以
来
、
精
米
水
車
の
動
力
源
と
し
て
鴨
川
か
ら
取
水
し
て
き
　
7
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た
「
伊
藤
水
車
」
（
以
下
、
伊
藤
喜
三
郎
・
速
水
リ
ツ
・
伊
藤
庄
兵
衛
の
三
者
及
び
こ
の
三
者
が
経
営
す
る
水
車
を
「
伊
藤
水
車
」
と
略
す
）
と
琵
琶
湖
疏

水
事
業
を
経
営
す
る
京
都
市
と
の
関
係
を
、
水
力
使
用
の
条
件
や
使
用
料
を
規
定
し
た
使
用
条
例
の
制
定
及
び
改
正
の
過
程
で
検
証
す
る
こ
と

に
あ
る
。

　
従
来
、
日
本
近
代
に
お
け
る
水
利
使
用
に
関
す
る
研
究
は
、
法
制
史
、
農
業
経
済
史
の
分
野
を
中
心
に
、
亜
麻
用
水
の
研
究
に
重
点
が
麗
か

れ
解
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
都
市
に
比
べ
相
対
的
に
大
規
模
な
農
耕
地
を
有
す
る
農
村
地
域
の
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
。
治
水
・
利
水

に
つ
い
て
明
治
中
後
期
に
お
け
る
河
川
法
等
の
諸
法
令
施
行
過
程
に
お
い
て
、
近
世
以
来
の
水
利
使
用
者
の
権
利
を
踏
襲
し
た
慣
行
水
利
権
と

寄
生
地
主
制
下
の
農
業
生
産
力
と
の
関
係
が
問
わ
れ
、
水
利
に
関
す
る
法
整
備
が
進
ん
だ
段
階
に
お
い
て
も
慣
行
水
利
権
が
是
認
さ
れ
、
そ
の

こ
と
が
農
董
産
力
を
抑
制
し
て
き
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
や
す
な
わ
ち
・
河
川
を
私
権
の
対
象
と
し
な
い
公
書
義
の
立
場

を
採
用
し
、
水
利
権
は
公
法
的
な
河
川
を
管
理
す
る
地
方
行
政
庁
の
許
可
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
河
川
法
施
行
規

則
に
よ
っ
て
、
法
の
施
行
時
に
既
に
現
存
す
る
水
利
使
用
に
つ
い
て
は
「
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
に

よ
り
慣
習
法
上
の
権
利
が
河
川
法
上
の
権
利
と
同
一
と
な
る
慣
行
水
利
権
が
成
立
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
固
定
的
な
水
配
分
秩
序
は
、
兼
業
農
家

の
増
加
、
土
地
改
良
事
業
の
進
行
、
農
業
機
械
化
の
進
行
に
よ
り
村
落
秩
序
が
解
体
を
遂
げ
る
～
九
六
〇
年
代
以
降
ま
で
続
い
た
と
言
わ
れ
て

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
る
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
で
は
、
土
功
会
、
水
利
組
合
、
町
村
が
水
利
慣
行
の
改
善
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
検
証
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
富
盛
用
水
に
関
す
る
水
利
慣
行
で
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
多
目
的
に
使
用
さ
れ
た
都
市
の
水
利

使
用
と
既
存
の
水
利
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
都
市
に
お
け
る
水
利
の
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
上
水

道
の
建
設
に
関
す
る
研
究
が
主
で
あ
り
、
前
近
代
か
ら
の
既
存
の
水
利
権
と
の
関
係
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
農
村
に
比
し
て
工
業

化
や
都
市
化
の
進
行
に
よ
る
経
済
成
長
が
急
速
で
あ
る
た
め
、
近
世
以
来
の
共
同
体
秩
序
が
早
期
に
解
体
す
る
都
市
に
お
い
て
、
慣
行
水
利
権

が
解
体
し
て
い
く
事
情
も
自
ず
と
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都
市
の
慣
行
水
利
権
が
何
時
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
成
立
ま
た
は
解
体

を
遂
げ
て
い
く
の
か
を
解
明
し
、
都
市
の
水
利
史
研
究
の
先
駆
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
本
稿
の
第
～
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
明
す
る
上
で
、
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慣
行
水
利
権
を
根
拠
に
琵
琶
湖
疏
水
か
ら
大
規
模
な
水
量
の
特
権
的
使
用
を
京
都
市
か
ら
受
け
て
き
た
伊
藤
水
車
は
格
好
の
事
例
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
近
年
、
日
本
近
代
都
市
史
研
究
の
問
題
点
と
し
て
立
ち
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
近
代
都
市
琵
自
治
体
公
共
団
体
の
要
を
な
す

「
市
民
的
公
共
関
係
」
の
形
成
を
解
明
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
都
市
の
行
財
政
の
管
理
運
営
の
性
格
の
一
端
を
提
示

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
従
来
、
都
市
史
の
先
行
研
究
で
は
、
近
代
都
市
か
ら
現
代
都
市
へ
の
転
形
の
指
標
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
市
民

的
公
共
性
」
の
定
義
に
依
拠
し
、
「
市
民
的
公
共
関
係
」
は
市
民
社
会
へ
の
公
共
政
策
鑓
自
治
的
行
財
政
（
勧
業
・
港
湾
・
道
路
・
衛
生
・
水
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

等
）
の
開
始
に
よ
り
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
財
政
規
模
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
や
担
い
手
の
解
明
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
市
民
的
公
共
関
係
」
を
、
市
民
の
私
有
圏
へ
の
公
共
的
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
発
展
し
た
も
の
で
、
市
民
の
理
性
的
な

合
意
の
成
果
（
1
1
公
論
）
に
規
定
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
、
万
人
を
平
等
に
拘
束
し
、
特
別
免
除
や
特
権
を
原
則
的
に
禁
じ
、
如
何
な
る
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
容
認
し
な
い
も
の
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
市
勢
的
公
共
関
係
」
概
念
の
都
市
史
研
究
へ
の
適
用
は
、
都
市

行
政
に
よ
る
市
民
に
対
す
る
平
等
な
権
利
関
係
が
成
立
す
る
観
点
か
ら
、
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
京
都
市
の
水
力

使
用
事
業
と
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
の
関
係
を
問
う
こ
と
に
よ
り
、
「
市
民
的
公
共
関
係
扁
が
成
立
し
て
い
く
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
一
方
、
琵
琶
湖
疏
水
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
は
、
従
来
、
そ
の
計
画
と
建
設
の
政
治
過
程
が
主
に
検
証
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
疏
水
完
成
後

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
水
利
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
も
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
水
力
発
電
、
御
所
や
東
本
願
寺
へ
の
防
火
用
水
、
南
禅
寺
界
隈
の
庭
園
群
や
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

都
御
所
へ
の
池
泉
の
引
水
、
鴨
東
運
河
沿
岸
へ
の
水
力
使
用
に
関
す
る
研
究
が
、
文
献
史
学
、
建
築
学
、
土
木
工
学
・
造
園
学
の
歴
史
研
究
者

を
申
心
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
明
治
後
期
ま
で
の
水
利
使
用
の
変
化
や
広
が
り
を
究
明
す
る
に
止
ま
り
、
第
一

次
世
界
大
戦
以
降
の
京
都
市
の
急
速
な
経
済
発
展
に
よ
る
工
業
化
の
進
展
や
産
業
の
多
様
化
や
、
そ
れ
に
伴
う
条
例
の
改
正
と
の
関
係
を
問
う

も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
伊
藤
水
車
は
、
第
［
次
世
界
大
戦
後
の
水
力
使
用
の
用
途
変
化
に
伴
う
京
都
市
の
条
例
改
正
に
よ
り
、

従
来
の
水
力
使
用
に
大
き
く
規
制
を
受
け
る
。
よ
っ
て
、
京
都
市
の
水
利
事
業
と
使
用
者
と
の
相
互
関
係
、
目
的
が
異
な
る
水
利
事
業
間
の
相

互
関
係
を
解
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
。
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①
渡
辺
洋
三
「
河
州
法
・
道
路
法
」
鵜
飼
信
成
ほ
か
編
『
講
座
目
本
近
代
法
発
達

　
史
臨
六
（
勤
草
書
房
、
　
一
九
五
九
年
〉
、
馬
場
難
関
水
利
事
業
の
展
開
と
地
主
制
㎞

　
（
御
茶
ノ
水
書
…
房
、
一
九
六
五
年
）
。
玉
城
哲
「
河
川
水
利
制
度
の
確
立
偏
今
村

　
奈
良
臣
ほ
か
著
噸
土
地
改
良
百
年
史
㎞
（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）
。
玉
城
哲
ほ
か

　
編
『
水
利
の
社
会
構
造
甑
（
国
際
連
合
大
学
、
一
九
八
四
年
）
。

②
玉
城
哲
噸
水
社
会
の
構
造
』
（
論
粟
田
、
一
九
八
三
年
）
、
一
七
～
二
〇
、
～
六

　
〇
～
一
六
一
。

③
服
部
敬
閣
近
代
地
方
政
治
と
水
利
土
木
地
（
思
文
閣
、
～
九
九
五
年
V
。

④
大
石
嘉
一
郎
・
金
澤
史
男
編
『
近
代
日
本
都
市
史
研
究
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、

　
二
〇
〇
三
年
）
、
　
一
〇
・
一
五
二
二
〇
。

⑤
ハ
ー
バ
…
マ
ス
著
・
細
谷
貞
雄
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
匝
（
未
来
社
、
一
九

　
七
三
年
）
、
三
五
・
一
一
一
・
一
＝
二
。

⑥
琵
琶
湖
疏
水
事
業
全
体
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
京
都
新
聞
社
編
噸
琵

　
琶
湖
疏
水
の
～
○
○
年
《
叙
述
編
》
㎞
（
京
都
市
水
道
局
、
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
。

　
同
書
は
本
稿
で
論
じ
る
「
伊
藤
水
車
問
題
扁
に
つ
い
て
唯
一
言
及
し
た
も
の
で
あ

　
る
。

⑦
寺
尾
宏
二
『
明
治
初
期
京
都
経
済
史
幅
（
大
雅
堂
、
一
九
四
三
年
）
。
吉
田
光
邦

　
「
近
代
技
術
と
琵
琶
湖
疏
水
」
琵
琶
湖
疏
水
図
誌
刊
行
会
誌
『
琵
琶
湖
疏
水
図

　
誌
繭
（
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
八
年
）
、
佐
々
木
克
「
琵
琶
湖
疏
水
の
政
治
的
背

　
黒
爪
」
『
滋
賀
近
代
史
研
究
㎏
　
一
門
万
（
一
九
八
六
年
六
月
）
。
川
守
尾
宏
二
「
鷺
琵
冊
芭
淵
閏
疏

　
水
史
論
心
覚
書
し
『
経
済
経
営
論
叢
臨
二
三
巻
二
号
（
京
都
産
業
大
学
、
一
九
八

　
八
年
九
月
）
。
織
田
薩
文
『
地
域
開
発
に
閲
す
る
計
画
論
的
研
究
』
（
～
九
九
三

　
年
）
。
山
崎
有
恒
「
内
務
省
の
河
舟
政
策
」
高
村
直
助
編
『
道
と
川
の
近
代
蝋
（
山

　
川
出
版
、
一
九
九
六
年
）
。
高
久
嶺
之
介
隅
近
代
日
本
の
地
域
振
興
』
（
思
文
閣
、

　
二
〇
一
一
年
）
。
小
野
芳
朗
他
二
名
「
琵
琶
湖
疏
水
建
設
に
関
わ
る
鴨
東
線
路
と

　
土
地
取
得
の
実
態
」
『
日
本
建
築
学
会
計
画
無
論
文
集
紬
六
七
六
号
（
二
〇
＝
～

　
年
六
月
）
。

⑧
明
治
後
期
の
琵
琶
湖
疏
水
事
業
全
体
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
天
野
光
三
門
明

　
治
期
の
土
木
禦
業
と
投
資
効
果
（
琵
琶
湖
疏
水
事
業
を
事
例
と
し
て
と
『
曝
本
土

　
木
学
会
第
三
圃
土
木
史
研
究
発
表
会
論
文
集
匝
（
～
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

⑨
電
気
事
業
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
朽
木
清
「
京
都
市
営
電
気
事
業
の
初
期
経

　
営
事
情
と
経
営
巳
的
の
転
換
縣
『
経
営
研
究
隔
五
八
号
（
大
阪
市
立
大
学
、
一
九

　
六
二
年
一
月
）
、
前
掲
騨
近
代
日
本
の
地
域
振
興
！
京
都
府
の
近
代
－
輪
、
拙
稿

　
「
明
治
後
期
の
琵
琶
湖
疏
水
と
電
気
事
業
」
伊
藤
之
雄
編
魍
近
代
京
都
の
改
造
臨

　
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。

⑩
御
所
用
水
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
林
倫
子
他
三
名
「
禁
裏
御
用
水
の
構
造
と

　
周
辺
園
地
と
の
関
係
」
噸
土
木
学
会
論
文
集
D
㎞
六
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
。
小
野

　
芳
朗
「
御
所
用
水
の
再
建
…
京
都
市
街
の
防
火
」
『
土
木
史
研
究
　
講
演
集
㎞
二

　
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
、
同
「
近
代
御
所
用
水
の
成
立
－
琵
琶
湖
疏
水
の
効
用
と

　
そ
の
限
界
」
欄
建
築
史
学
匝
六
〇
号
（
二
〇
＝
嵩
年
三
月
）
、
東
本
願
寺
へ
の
防
火

　
用
水
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
村
松
貞
次
郎
燗
東
本
願
寺
防
火
用
水
工
事
に
つ
い

　
て
」
真
宗
大
谷
派
本
廟
維
持
財
団
『
明
治
造
営
百
年
　
東
本
願
寺
㎞
（
巌
南
堂
書

　
店
、
一
九
七
八
年
）
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
V
造

　
営
史
資
料
室
編
噸
真
宗
本
志
（
東
本
願
寺
）
造
営
史
扁
（
東
本
願
寺
、
二
〇
一
一

　
年
）
が
あ
る
。

⑪
南
禅
寺
界
隈
の
二
半
用
水
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
矢
ヶ
崎
善
太
郎
「
明
治
期

　
に
お
け
る
南
禅
奪
近
傍
の
朋
荘
地
開
発
」
噸
京
都
工
芸
繊
維
大
学
学
術
報
告
幽
［

　
九
九
〇
年
、
尼
崎
博
正
『
七
代
潤
小
川
治
兵
徳
憾
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

　
二
年
）
が
あ
る
。

⑫
小
野
芳
朗
『
水
系
都
市
京
都
撫
（
廊
廟
閣
、
二
〇
一
五
年
）
。
小
野
は
隅
書
の
中

　
で
、
京
都
市
が
所
蔵
す
る
簿
冊
「
水
力
愚
草
台
帳
」
を
～
次
資
料
と
し
て
大
幅
に

　
使
屠
し
、
岡
崎
地
域
を
流
れ
る
鴨
東
運
河
の
精
米
水
車
や
工
業
用
動
力
等
へ
の
水

　
力
使
用
、
南
禅
寺
界
隈
の
庭
園
霊
泉
へ
の
水
力
使
用
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
者
と

　
使
用
水
量
の
変
化
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
小
野
が
使
用
し
て
い
る
一
次
資
料
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「
水
力
使
用
台
帳
」
は
京
都
市
上
下
水
道
局
疏
水
事
務
所
に
保
管
さ
れ
た
資
料
で
、

筆
者
が
同
周
在
任
時
に
整
理
の
う
え
目
録
を
作
成
し
た
の
で
、
容
易
に
閲
覧
で
き

る
資
料
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
、
同
局
は
こ
れ
ら
の
資
料
に
多
く
の
個
人
情

報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
一
般
市
民
へ
の
自
由
な
閲
覧
を
許
可
し

て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
小
野
が
把
握
し
て
い
る
事
実
を
一
般
市
民
は
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
今
後
に
お
け
る
同
テ
ー
マ
の
後

継
研
究
者
と
の
研
究
条
件
の
公
平
を
期
す
た
め
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
本
稿
で
使
用

し
な
い
。

日本近代都市における水利事業の展開と慣行水利権（白木）

1

鴨
川
運
河
開
墾
以
前
の
鴨
川
か
ら
の
水
力
使
用

　
論
を
起
こ
す
に
あ
た
り
、
鴨
川
運
河
開
通
後
の
水
力
使
用
の
特
徴
を
解
明
す
る
た
め
、
同
運
河
開
難
以
前
の
鴨
川
の
水
力
使
用
の
状
況
を
踏

ま
え
て
お
き
た
い
。
一
八
八
三
年
＝
月
五
日
、
京
都
府
知
事
の
北
垣
国
道
は
、
京
都
府
勧
業
諮
問
会
に
お
い
て
琵
琶
湖
疏
水
計
画
を
京
都
市

中
有
力
者
に
示
す
た
め
「
諮
問
案
　
起
功
趣
意
書
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
書
類
に
添
付
さ
れ
た
「
水
車
営
業
取
調
表
」
「
常
運
転
水
車
ノ
中
減

水
二
軍
平
米
取
調
表
」
「
明
治
十
六
年
九
月
中
旬
水
車
景
況
取
調
表
」
か
ら
、
八
三
年
に
お
け
る
鴨
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
精
米
水
車
所
有
者

の
水
車
の
使
用
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
年
夏
季
に
は
畿
内
で
長
期
の
晴
天
が
続
き
、
京
都
市
中
は
渇
水
に
見
舞
わ
れ
た
。
京
都
市
申

の
月
間
降
水
量
は
、
七
月
－
五
六
・
九
m
m
、
八
月
－
一
八
・
五
m
m
で
、
七
月
一
六
日
以
降
は
快
晴
ま
た
は
晴
天
で
、
八
月
の
降
雨
日
は
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ず
か
に
一
日
半
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
鴨
川
の
水
位
は
著
し
く
低
下
し
、
沿
岸
の
精
米
水
車
所
有
者
は
鴨
川
か
ら
の
取
水
が
困
難
と
な
り
、

同
年
八
～
九
月
に
鴨
川
か
ら
の
取
水
量
、
稼
動
す
る
水
車
の
数
、
玄
米
を
掲
く
日
数
の
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
図
表
①
を
も
と
に
、

そ
の
特
徴
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
精
米
水
車
所
有
者
全
一
八
者
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
だ
が
、
所
有
者
は
上
流
域
で
は
西
岸
に
集
中
し
て
い
る
が
、
高
野
川
と
の
合
流

点
か
ら
下
流
の
地
域
で
は
東
岸
に
偏
在
し
て
い
る
。
そ
の
規
模
に
着
目
す
る
と
、
所
有
日
数
は
伊
藤
喜
三
郎
八
○
台
、
伊
藤
庄
兵
衛
七
六
台
、

内
藤
松
縁
外
一
名
七
二
台
、
内
藤
卯
兵
衛
六
四
台
の
順
で
多
く
、
年
間
春
米
京
都
市
中
輸
送
量
は
内
藤
卯
兵
衛
八
六
四
〇
石
、
伊
藤
庄
兵
衛
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

五
五
〇
石
、
伊
藤
喜
三
郎
七
六
二
〇
石
の
順
で
多
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
下
流
東
岸
に
所
在
す
る
伊
藤
庄
兵
衛
・
伊
藤
奮
三
郎
、
内
藤
卯
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図表①　鴨川沿岸における精米水車所有者の分布状況 1883年

所有者 所在地
所有
嚼煤
i台）

年間春米
桾盾奄?中?

ﾖ送量
@（石）

年間

x業
冾P糠

休業
高P数

k台）

休業

P数
ﾌ比率

i％）

休業’

ﾅ始日
8月16Ei～9月20日の
@　臼の回転状況

関本市次郊
愛宕郡上賀茂村’葵

m森
東岸 48 三350 24 50 8月27｝ヨ

8月16Ei～9月　2　1コ組＝　5　Eヨ訓導藍

X月　3　Ei～9月　8　B　：fイく美鷺

X舞　9iヨ～9ノヨ12Ei　：12藍ヨ廼1卓云

X月圭3日：全蕨

石川忠七外3名

蕩
野
川
合
流
点
よ
り
上
流

愛宕郡小由村花絨 西彫 48 1950 48 100 7月27日

8，ヨ161三i～9差3131ヨ　：材く業

X月13Ei＝自転
X月14日～：24日測較
X月20日：全円

内藤松縁外1名 愛’宕郡小山村惣li6 酋罎 48 1800 7～8月 夏期休業

内藤揚縁外1名 愛宕郡小山村中溝 西崇 24 goo 7～8月 夏期休業

小林治助外3名 愛宕郡小山村堀池 西ll＝髪 36 1344 7～8月 夏期休業

斉藤寅吉外1名 愛欝郡田中村六反 東岸 36 1944 7～正2月 休業

小鴫志満
上家区第12級梶り：1・

A 四四 12 72 12 三〇〇 夏季 8月16日～9月23日　：｛木業

藤田次郎左衛門
上京区第32組東丸

ｾ町
東岸 48 5184 48 lGO 7月20iヨ

8月16日～9月12E…　：f木業’

X月13Eil全転
X月三5日～：休．業

森四郎外1名
上京区第32組俵騰
ｬ 東岸 42 360G 42 100 8月14日

8月16日～9月12日　：イ木業

X月13i三i128臼汚物
X月15日～：休業

岡野飯三郎外1
ｼ
π

上棚区第32組下堤
ｬ’

東1融 36 4200 4 Σ1 8月11ii

8月16日～91ヨ三2Ei　＝材｛業

X月13日：18臼回転
X月エ5日～：休業

内藤卯兵衛
，［涼区第31離陳生
F町’

西片を 64 86廷。 融 1GO 8月14日

8月16iヨ～9月121ヨ　：材こ舞さ

X月131ヨ：Σ8臼剛転

X月15Ei～＝休業

岩佐新兵衛
上京区第33組新丸

ｾ町
東国 56 7560

8月16日～9月12日　：f者く舞匙

@　（時々20臼計転）

X月13日：全日
X月15臼～：休業
X月中旬＝28臼測転

俊々木伊竈郎外
P名

高
野
∫
鷲
合
流
点
よ
り
下
流

一ドヌ；〔区第20組宮川

ﾘ、五丁目松原橋
束襟

48
i64）

4990 40
83

i63＞ 5月15Ei

8∫ヨ16El～9月13Ei　：三6Ell弼諸¢

X月13日：22良咽．転

X月r陶～＝金軟

藤田軌道外1名
下芳（区第20組宮川

ﾘ八丁際
渠片ま 2G 672 16 80 5月15日

8叢」16｝ヨ～．9∫：ま13EI　：f木業

X月13蹟一再載
X月15Eト1休業
X月20日14時間翻転ののち休業

伊藤喜三郎
下京区第27紐」二堀

l町
東口 80 762G 60 75 5月10Ei

8月16日～9月13日　：儲く黄ヒ

X月三3日：全転

X月15日～；休業
X月ri：1旬：20留滞転

速水徒弥
i速水1爾又）

下船区第27組日吉
ｬ 東岸 40 4320 20 50 6月5｝ヨ

8月16Ei～9ナ訂13El　＝f木柴

X月13日：全転
X月中旬：16臼回．転

伊藤庄兵衛
愛宕郡獅原庄村西

ｨ 束摩 76 8550 76 loo 8月7日

8月三6｝ヨ～9月13日　：糾く業

X月131ヨ～151三｝：全転

X月15［…i～；休業

X魂結旬：28臼回転

浅野・松之助
紀伊郡線稲村施餓

S田
東醇ち 40 6000 40 玉OG 8月2El

8月16日～9月13［1　：｛木業

X月13日：20喫全山ののち休業
X月20日～：20臼回転

小林藤次郎
紀伊郡福稲村施餓

S田
束彫 20 3000 20 loo 8月2日

8」116iヨ～9月13E…　：イ木業

X月131ヨ＝20日全転ののち休業

X月2GEト120E圓転

出典

王
ワ
自

主
■
7

3

4

釘水車営業取調表」「常運11云水車ノ中減水二付体否取調表」「明治十六年九月中旬水車最合取調表」若松雅太

郎編『琵琶湖疏水金誌　巻之二』（i888年）。

鴨川上流から下流へと水寧が常在していた順に所有者を記得した。

r水車営業取調表」と「常運転水車ノ中減水二付’休否取調表」「明1台十六年九月中旬水王1五景況取調墾ξ」では同

～の調査項1ヨで表1氾が異なる鋳所があるため、異なる箇灰については丸括弧内に字ll｝記した。

9月13Bと20日に臼を全輔または一部園転させている所有者が多いのは、それに先立つ11～13日と19日に降

爾があったためである。

「研藤庄兵衛」は原資料には「伊藤庄次郎」と紀載されているが、これは2代目伊藤庄兵衛のことであり、

本文との表記の混乱を避けるため「伊藤庄兵衛」に書き改めた。
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1二i本近代都市における水利事業の展開と慣行水利権（白木〉

兵
衛
の
三
名
は
、
鴨
川
沿
岸
に
立
地
す
る
最
も
大
規
模
な
所
有
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
次
に
、
減
水
に
よ
る
休
業
臼
数
の
比
率
に
つ
い
て
だ
が
、
最
上
流
に
位
置
す
る
関
本
市
次
郎
と
石
川
忠
七
外
無
名
が
五
〇
％
で
比
較
的
低
く
、

高
野
川
合
流
点
よ
り
下
流
に
立
地
す
る
；
一
の
所
有
者
の
う
ち
、
七
所
有
者
は
全
臼
の
一
〇
〇
％
が
停
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
る
六
所
有

者
の
う
ち
、
岡
野
伝
三
郎
外
一
名
が
＝
％
で
最
も
低
く
、
速
水
徒
弥
（
満
収
）
が
五
〇
％
、
伊
藤
島
三
郎
が
七
五
％
、
藤
田
軌
道
外
一
名
が

八
○
％
、
佐
々
木
伊
三
郎
外
一
名
が
八
三
％
（
六
三
％
）
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
減
水
に
よ
る
休
業
開
始
時
期
に
注
配
す
る
と
、
最
も
早
く
休
業
す
る
の
は
、
中
流
域
に
立
地
す
る
伊
藤
喜
三
郎
の
五
月
一
〇
日

で
、
次
い
で
佐
々
木
伊
三
郎
外
一
名
と
藤
田
軌
道
外
～
名
の
五
月
一
五
日
、
速
水
言
置
（
興
国
）
の
六
月
五
日
の
順
で
あ
る
。
同
年
四
月
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

六
月
は
渇
水
が
本
格
化
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
り
、
曾
爾
量
は
前
年
を
や
や
下
回
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
下
流
域
の
水
車
所
有
者
は
、

回
転
さ
せ
る
臼
数
を
平
時
の
約
二
～
五
割
に
制
限
し
て
い
た
が
、
完
全
に
は
停
止
さ
せ
て
い
な
い
。

　
更
に
、
七
月
以
降
の
全
臼
の
休
業
時
期
に
注
目
す
る
と
、
藤
田
次
郎
左
衛
門
の
七
月
一
一
〇
日
が
最
も
早
く
、
次
い
で
岡
野
伝
三
郎
外
一
名
の

八
月
一
日
、
最
下
流
域
の
浅
野
松
之
助
と
小
林
藤
次
郎
の
八
月
二
日
、
伊
藤
庄
兵
衛
の
八
月
七
日
、
森
四
郎
外
一
名
と
内
藤
卯
兵
衛
の
八
月
一

四
日
目
順
で
あ
る
。
雨
が
降
ら
な
く
な
っ
て
一
箇
月
が
経
過
し
た
八
月
一
六
日
以
降
は
、
最
上
流
域
の
関
本
市
次
郎
が
僅
か
に
五
臼
を
圓
転
さ

せ
て
い
る
以
外
は
、
本
格
的
に
雨
が
降
る
九
月
一
二
日
ま
で
、
全
て
の
水
車
所
有
者
は
完
全
に
休
業
し
て
い
た
。
＝
日
か
ら
一
三
日
に
か
け

て
ま
と
ま
っ
た
雨
が
降
り
、
各
所
有
者
は
平
時
の
約
三
～
五
割
の
臼
の
回
転
を
再
開
さ
せ
て
い
る
。

　
以
上
の
渇
水
時
の
水
車
稼
働
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
鴨
川
流
域
に
立
地
す
る
精
米
水
車
所
有
者
を
次
の
四
つ
に
類
型
化
で
き
る
。

　
第
一
に
晩
期
休
業
少
量
取
水
型
で
あ
る
。
渇
水
時
に
お
い
て
も
休
業
日
数
が
比
較
的
少
な
く
、
休
業
開
始
時
期
が
最
も
遅
い
。
最
上
流
域
の

関
本
市
次
郎
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
最
も
渇
水
が
苛
酷
な
時
期
に
お
い
て
も
短
期
間
し
か
休
業
せ
ず
、
降
雨
量
や
鴨
川
の
水
位
の
変
化
に
営
業

が
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
。
最
も
安
定
し
た
水
利
使
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
、
水
利
馬
脚
も
有
利
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
完
全
休
業
無
取
水
型
で
あ
る
。
渇
水
期
の
夏
季
に
鴨
川
か
ら
一
切
取
水
せ
ず
、
長
期
に
休
業
す
る
中
上
流
域
に
位
置
す
る
所
有
者
で
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あ
る
。
鴨
川
の
水
利
使
用
に
お
い
て
最
も
不
利
な
立
場
に
あ
り
、
内
藤
松
縁
外
一
名
に
代
表
さ
れ
る
。

　
第
三
に
早
期
休
業
少
量
取
水
型
で
あ
る
。
渇
水
期
を
迎
え
る
数
箇
月
前
か
ら
大
幅
に
臼
の
使
用
を
制
限
さ
れ
る
が
、
本
格
的
渇
水
期
を
迎
え

る
ま
で
完
全
に
は
休
業
せ
ず
、
臼
の
稼
動
数
を
平
時
の
約
二
～
五
割
に
制
限
さ
れ
な
が
ら
も
、
水
利
使
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
中
下
流
域
に
位

遣
す
る
使
用
者
で
、
伊
藤
喜
三
郎
に
代
表
さ
れ
る
。

　
第
四
に
晩
期
休
業
無
取
水
型
で
あ
る
。
本
格
的
渇
水
期
を
迎
え
る
八
月
ま
で
休
業
し
な
い
が
、
本
格
的
渇
水
期
を
迎
え
る
と
全
日
の
稼
動
を

休
止
す
る
中
上
流
域
と
最
下
流
域
に
位
置
す
る
使
用
者
で
あ
る
。
内
藤
卯
兵
衛
と
伊
藤
庄
兵
衛
に
代
表
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
晩
期
休
業
無
取
水
型
の
伊
藤
庄
兵
衛
と
早
期
休
業
少
量
取
水
型
の
伊
藤
喜
三
郎
で
あ
る
。
両
者
は
鴨
川

流
域
の
精
米
水
車
使
用
者
の
申
で
比
較
的
下
流
に
位
置
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
臼
数
と
年
問
春
米
京
都
市
中
輸
送
量
が
極
め
て
大

き
か
っ
た
。
と
り
わ
け
伊
藤
庄
兵
衛
は
本
格
的
渇
水
期
に
は
全
て
の
臼
の
稼
動
を
休
業
さ
せ
ら
れ
た
が
、
鴨
川
流
域
で
最
多
の
七
六
台
の
臼
を

八
月
七
日
ま
で
稼
動
さ
せ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
二
人
の
伊
藤
が
最
上
流
に
立
地
す
る
関
本
市
次
郎
に
次
い
で
、
渇
水
時
に
お
い
て
も
極

め
て
有
利
な
条
件
で
精
米
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、
鴨
川
運
河
が
開
通
し
て
以
降
、
上
記
の
精
米
水
車
使
用
は
如

何
に
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
京
都
地
方
気
象
台
編

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
京
都
気
象
一
〇
〇
年
馳
（
財
団
法
人
日
本
気
象
協
会
関

　
西
本
部
、
一
九
八
一
年
）
五
〇
、
工
幽
○
。

②
伊
藤
庄
兵
衛
は
愛
宕
郡
白
川
村
仕
伏
の
白
摺
に
お
い
て
も
二
箇
所
で
精
米
水
車

　
を
所
有
し
、
こ
の
二
箇
所
を
合
わ
せ
た
伊
藤
の
臼
数
、
年
弱
春
米
京
都
市
中
輸
送

　
澱
は
八
四
台
、
四
五
三
六
石
で
あ
る
。
図
表
①
記
載
の
鴨
川
東
岸
の
水
車
を
合
算

　
す
る
と
、
一
六
〇
台
、
＝
二
〇
八
六
石
と
な
る
。
こ
の
数
値
は
「
水
郡
営
業
取
調

　
表
山
門
常
運
輯
水
車
ノ
中
減
水
思
付
休
否
取
調
表
」
「
明
治
十
六
．
年
九
月
申
旬
水
車

　
景
況
取
調
表
」
に
記
載
さ
れ
た
上
京
区
・
下
京
区
・
愛
宕
郡
・
葛
野
郡
・
紀
伊
郡

　
の
二
九
河
川
の
精
米
水
車
一
五
〇
箇
所
の
全
所
有
者
の
中
で
突
出
し
て
大
き
い
。

　
伊
藤
は
京
都
市
申
及
び
近
郊
の
精
米
水
車
所
有
者
の
中
で
最
多
の
臼
を
所
有
し
、

　
最
も
多
く
の
春
米
を
京
都
市
中
に
輸
送
す
る
最
有
力
の
精
米
水
車
所
有
者
で
あ
っ

　
た
こ
と
が
窺
え
る
。

③
一
八
入
二
年
と
八
三
年
の
四
・
五
・
六
月
の
各
降
水
量
は
、
八
二
年
が
二
〇

　
八
・
O
m
m
、
＝
一
九
・
六
m
m
、
一
五
二
・
三
m
m
で
あ
っ
た
に
対
し
、
八
三

　
年
は
＝
＝
・
三
m
m
、
一
＝
一
・
七
m
m
、
一
五
三
二
m
m
で
あ
っ
た
（
前

　
掲
『
京
都
気
象
一
〇
〇
年
撫
五
〇
）
の
で
、
八
三
年
の
降
雨
塗
は
四
月
だ
け
が
前

　
年
の
約
五
六
％
で
あ
る
が
、
五
月
と
六
月
は
ほ
ぼ
爺
年
並
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

　
時
期
が
渇
水
期
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
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2

鴨
川
運
河
の
開
通
と
水
力
使
用
の
変
化

（
1
）
　
鴨
川
運
河
の
開
通

日本近代都市における水利事業の展開と慣行水利権（白木）

　
琵
琶
湖
疏
水
の
鴨
川
運
河
が
完
成
し
た
の
は
一
八
九
五
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
運
河
は
上
京
区
川
端
通
夷
川
か
ら
鴨
川
の
東
岸
に
沿

っ
て
南
下
し
、
紀
伊
郡
伏
見
町
堀
詰
に
至
る
全
長
約
八
九
四
五
m
、
幅
員
約
六
・
一
m
の
水
路
で
あ
る
。
孫
橋
・
仁
王
門
・
三
条
・
四
条
・
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

原
・
五
条
・
正
面
・
七
条
の
間
門
を
通
過
し
、
約
一
二
〇
・
九
個
（
約
三
・
三
六
四
，
m
／
秒
）
の
水
量
を
送
水
し
た
。
九
〇
年
四
月
に
竣
工
し
て

い
た
鴨
宮
運
河
は
岡
崎
地
域
を
流
れ
た
あ
と
鴨
川
に
放
流
し
て
い
た
が
、
鴨
川
運
河
の
開
通
に
よ
り
同
運
河
と
接
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
鴨
川

に
放
水
し
て
い
た
水
は
鴨
川
運
河
へ
と
流
れ
込
み
、
舟
運
に
よ
る
京
都
市
南
部
へ
の
物
資
の
輸
送
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
琵
琶
湖
と

京
都
と
伏
見
の
町
が
一
本
の
運
河
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
。
更
に
末
流
の
伏
見
町
堀
詰
で
旧
伏
見
城
外
堀
の
濠
川
と
合
流
し
た
こ
と
に
よ
り
、
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

川
を
経
て
大
阪
湾
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
舟
運
に
よ
り
琵
琶
湖
か
ら
大
阪
湾
ま
で
物
資
の
運
搬
を
可
能
と
す
る
新
た
な
水
上
交
通
が
誕
生

し
た
。

　
さ
て
、
夷
川
か
ら
伏
見
上
船
溜
ま
で
の
鴨
川
運
河
は
一
〇
〇
〇
分
の
一
の
勾
配
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
水
流
を
途
中
で
引
水
す
る
水
力
使
用

が
可
能
と
な
っ
た
。
琵
琶
湖
疏
水
完
成
後
の
一
八
九
一
年
五
月
二
～
日
、
京
都
市
は
既
に
疏
水
水
力
使
用
条
例
・
疏
水
運
河
使
用
条
例
・
電
動

　
　
　
　
　
　
　
　
③

力
使
用
条
例
を
施
行
し
、
疏
水
を
動
力
源
と
す
る
水
力
・
運
輸
・
電
気
の
三
つ
の
水
利
事
業
↑
琵
琶
湖
疏
水
事
業
）
を
各
条
例
に
基
づ
き
開
始

し
て
い
た
。
疏
水
を
・
取
水
す
る
個
人
や
民
間
資
本
か
ら
使
用
料
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
税
外
収
入
と
し
て
市
の
財
源
と
す
る
公
営
事
業
を
開
始
し

た
の
で
あ
る
。
疏
水
水
力
使
用
条
例
で
は
、
水
佃
島
個
あ
た
り
落
差
約
二
四
二
一
四
m
以
上
の
年
並
使
用
量
を
一
六
〇
円
、
使
用
場
所
を
第
四

ト
ン
ネ
ル
職
分
水
口
、
第
六
ト
ン
ネ
ル
北
口
及
び
南
口
、
光
雲
寺
裏
、
墨
東
船
溜
、
小
川
筋
の
六
箇
所
に
当
初
定
め
て
い
た
が
、
鴨
川
運
河
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

完
成
前
年
の
九
四
年
一
〇
月
五
日
、
京
都
市
は
同
条
例
を
改
正
し
、
使
用
場
所
に
伏
見
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
上
船
溜
を
追
加
、
更
に
、
一
九
〇
一
年
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⑤

五
月
二
一
日
の
一
～
度
目
の
条
例
改
正
で
は
、
第
六
ト
ン
ネ
ル
北
目
及
び
南
口
、
光
雲
寺
裏
、
小
川
筋
の
取
水
口
を
廃
止
し
、
鴨
川
運
河
の
各
閾

鳥
撃
を
追
加
し
た
。
関
門
際
で
水
位
の
差
が
～
挙
に
生
じ
る
た
め
、
そ
の
高
低
差
を
利
用
し
た
新
た
な
水
力
使
用
が
生
じ
る
こ
と
を
見
越
し
た

条
例
の
整
備
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
2
）
　
鴨
川
運
河
の
水
力
使
用
者

　
さ
て
、
鴨
川
の
菓
岸
に
平
行
し
て
鴨
川
運
河
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
、
鴨
川
東
岸
で
取
水
し
て
い
た
前
記
の
精
米
水
車
所
有
者

の
多
く
は
取
水
路
を
破
壊
さ
れ
、
鴨
川
か
ら
の
取
水
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
図
表
①
で
示
し
た
鴨
川
東
岸
の
精
米
水
車
所
有
者
の
う
ち
、
地
形

上
、
鴨
川
と
鴨
川
運
河
の
間
に
立
地
し
、
同
運
河
開
通
後
も
鴨
川
か
ら
取
水
可
能
で
あ
っ
た
最
下
流
の
浅
野
松
之
助
と
小
林
藤
次
郎
を
除
く
と
、

夷
川
以
南
に
立
地
す
る
岩
佐
新
兵
衛
か
ら
伊
藤
庄
兵
衛
に
至
る
六
人
の
精
米
水
車
所
有
者
は
、
鴨
川
か
ら
引
水
し
て
精
米
水
車
を
稼
動
で
き
な

く
な
っ
た
。
～
方
、
同
運
河
開
通
後
に
同
運
河
か
ら
水
力
使
用
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
達
で
あ
ろ
う
か
。

　
図
表
②
は
鴨
川
運
河
が
開
通
し
た
～
○
年
後
の
一
九
〇
五
年
に
お
け
る
琵
琶
湖
疏
水
の
水
力
使
用
者
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
水
力
使
用
者

二
四
名
の
う
ち
、
＝
二
名
が
精
米
の
み
の
単
一
目
的
使
用
者
で
、
六
名
が
精
米
と
製
粉
・
組
物
・
愚
心
・
鍛
冶
・
紡
績
等
を
併
用
す
る
多
目
的

使
用
者
で
あ
る
。
疏
水
開
業
初
期
の
水
力
使
用
者
の
多
く
は
精
米
を
使
用
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
更
に
、
図
表
①
と
図
表
②
を
比

較
す
る
と
、
運
河
開
通
以
前
に
鴨
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
精
米
水
車
所
有
者
と
鴨
川
運
河
か
ら
新
規
に
取
水
し
た
使
用
者
と
の
関
係
が
、
次
の

よ
う
に
明
ら
か
と
な
る
。

　
第
一
に
、
鴨
川
運
河
開
通
に
よ
り
鴨
川
か
ら
の
取
水
が
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
精
米
水
車
業
の
廃
業
ま
た
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か

の
よ
う
に
見
え
る
精
米
使
用
者
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
田
軌
道
外
一
名
、
速
水
徒
言
（
速
水
満
収
）
、
伊
藤
庄
兵
衛
が
そ
れ
に
相
当

す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
速
水
と
伊
藤
は
実
際
に
は
精
米
水
車
業
を
継
続
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
第
二
に
、
鴨
川
運
河
か
ら
の
取
水
に
よ
り
新
た
に
精
米
水
車
業
を
開
業
し
た
使
用
者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
谷
川
熊
次
郎
、
飯
田
儀
兵
衛
、
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　　　　　　　　　　図表②　琵琶湖疏水事業における水力使用者 1905年

使用者 使用自的 水鍛 落差 分水所 取水路

山県有朋別邸 防火用水 1個 10尺

大谷派本願寺 防火用水 4個 80尺
蹴上三二 i11科運河

山田無二 製氷 2個5分 7尺 五流橋際

小篠長兵衛外4名 精米，組物 17個7分 7尺 白川分水西

大塚栄治 精米 9個9分 8尺5寸

梶原解八 精米 17個9分5厘 8尺5寸 鴨東運河

岩佐新次部 精米 50個7分5厘 8尺5寸 夷川船溜

河本喜兵衛 精米，精箔 11個3分 8尺5寸

三谷卯三郎 精米，精箔 11個3分 8尺5寸

藤木製綿合資会社 製綿 5個 80尺 第4トンネル北隣

沢辺伊之助外1名 精米 1個 45尺 浄土寺i町

沢樗栄次郎 精米 2個 45尺 白川胴上南 疏水分線

牧克正 精米 3個8分 35尺

小畑源七 精米 2個5分 35尺
田中村’北高原

岩佐新次郎 精米 33個4分 7尺5寸3分 仁王門「吊1門

佐々木卯三郎 精米 15個6分 5尺

長谷川熊次郎 精米 24個 5尺
松原閲門

飯田儀嘉徳 精米 25個4分 4尺5寸

山上伊三郎 精米，鍛冶 28個 4尺5寸
五条間門

伊藤喜三郎 精米 3個5分7鷹2毛 7尺
鴨川運河

京都帝…整榑：物館 防火用水 2分 10尺
正面附門

織田長右衛門 精米 3個 25尺 深草村福稲

平井熊三部 綿糸，紡績 86個 35尺　25尺

添田幸二百 精米，銅板，延板 39個 25尺
伏見船溜

出典　京都市水利事務所9京都市水利事業一一覧表層（1905年）。

注　1個wl立方尺／秒＝0，027826㎡／秒

兵
衛
・
佐
々
木
伊
三
郎
・
伊
藤

は
、
図
表
①
に
記
載
の
岩
佐
新
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佐
々
木
卯
三
郎
・
伊
藤
喜
三
郎

②
に
記
載
の
岩
佐
新
次
郎

運
河
か
ら
取
水
し
て
い
る
使
用

者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
図
表

能
に
な
っ
た
後
、
新
設
の
鴨
川

に
、
鴨
川
か
ら
の
取
水
が
不
可

て
い
た
精
米
水
車
使
用
者
の
中

第
三
に
、
鴨
川
か
ら
取
水
し

場
し
た
比
較
的
有
力
な
水
車
業

者
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

琵
琶
湖
疏
水
の
開
通
に
よ
り
登

八
個
の
各
使
用
水
量
は
、
水
力

使
用
者
の
中
で
も
大
口
使
用
で
、

田
の
二
五
個
四
分
、
山
上
の

の
う
ち
長
谷
川
の
二
四
個
、
飯

山
上
伊
三
郎
、
織
田
長
右
衛
門

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら



喜
三
郎
と
同
一
人
物
ま
た
は
後
継
者
と
思
わ
れ
る
。
岩
佐
は
取
水
地
を
川
端
御
池
東
側
の
新
丸
太
町
か
ら
松
原
間
門
に
移
動
し
て
三
三
個
四
分

を
取
水
す
る
と
と
も
に
、
鴨
東
運
河
の
夷
川
船
溜
に
も
新
た
な
取
水
地
を
得
て
、
五
〇
個
七
分
五
厘
を
取
水
し
て
い
る
。
合
わ
せ
た
取
水
量
は

八
四
個
～
分
五
厘
に
の
ぼ
り
、
疏
水
を
水
源
と
し
て
最
も
多
く
の
水
を
使
用
す
る
水
力
使
用
者
で
あ
っ
た
。
一
方
、
佐
々
木
は
当
初
か
ら
居
住

し
て
い
た
松
原
橋
近
く
の
松
原
間
門
か
ら
一
五
個
六
分
を
取
水
し
、
精
米
水
車
業
を
継
続
し
て
い
る
。
伊
藤
毒
三
郎
も
従
来
の
居
住
地
で
あ
る

正
面
橋
東
側
の
正
面
間
門
か
ら
取
水
し
て
い
た
が
、
取
水
量
は
わ
ず
か
に
三
個
五
分
七
厘
二
毛
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
岩
佐
は
取
水
場
所
を
増
や

し
て
精
米
の
規
模
を
拡
大
し
、
佐
々
木
は
取
水
場
所
を
変
え
ず
に
同
様
の
精
米
水
車
業
を
継
続
し
た
の
に
対
し
、
伊
藤
は
取
水
場
所
を
変
え
ず
、

以
前
よ
り
も
規
模
を
縮
小
し
て
営
業
を
継
続
し
た
か
に
見
え
る
。

　
何
れ
に
し
て
も
、
明
治
前
期
に
鴨
川
か
ら
取
水
し
た
精
米
水
車
所
有
者
の
う
ち
、
鴨
川
運
河
開
通
後
に
同
運
河
か
ら
取
水
す
る
よ
う
に
な
っ

た
精
米
水
車
所
有
者
は
、
夏
季
に
起
こ
る
予
測
不
能
な
渇
水
に
よ
っ
て
取
水
塁
、
稼
働
日
、
臼
数
を
鋼
限
さ
れ
る
苦
悩
は
な
く
な
っ
た
。
改
修

や
点
検
の
た
め
疏
水
を
聖
水
す
る
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
条
例
に
基
づ
く
規
定
の
使
用
料
を
京
都
市
に
納
付
す
れ
ば
、
継
続
的
に
安
定
し
た

水
量
を
得
ら
れ
、
そ
の
水
力
を
使
用
し
て
以
前
よ
り
も
安
定
し
た
経
営
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
「
掴
」
と
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
使
用
さ
れ
た
水
流
の
量
を
示
す

　
日
本
圃
有
の
単
位
で
、
一
個
1
1
＝
並
着
尺
／
秒
、
○
・
〇
二
七
八
二
六
、
m
／
秒
1
一

　
二
七
・
八
二
六
2
／
秒
で
あ
る
。

②
若
松
雅
太
郎
編
魍
訂
正
琵
琶
湖
疏
水
下
川
附
録
㎏
（
京
都
市
参
事
会
、
一
八
九

　
五
年
）
　
一
、
七
－
一
五
。

③
『
京
都
市
公
告
臨
（
～
入
九
一
年
五
旦
＝
日
）
。
本
稿
で
は
こ
の
三
つ
の
条
例

　
の
名
称
に
基
づ
き
、
琵
琶
湖
疏
水
の
使
用
に
つ
い
て
「
水
利
使
用
」
と
門
水
力
使

　
用
扁
を
使
い
分
け
て
い
る
。
「
水
利
使
用
」
と
は
三
つ
の
条
例
の
適
用
対
象
と
な

　
る
「
水
力
」
「
運
河
」
「
電
気
し
を
包
摂
す
る
疏
水
の
使
用
を
示
す
の
に
対
し
、

　
「
水
力
使
用
」
と
は
疏
水
水
力
使
用
条
例
の
適
用
対
象
と
な
る
門
水
力
」
の
使
用

　
の
み
を
示
す
。

④
　
　
『
京
都
寮
公
告
轍
（
　
八
九
四
年
一
〇
月
五
臼
）
。

⑤
こ
の
時
、
疏
水
分
線
沿
い
の
四
箇
所
が
使
用
場
所
か
ら
削
除
さ
れ
た
が
、
図
表

　
②
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一
九
〇
五
年
に
お
い
て
も
疏
水
分
線
か
ら
の
取
水
が
可

　
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
年
改
正
の
条
例
第
七
条
「
其
ノ
他
ノ
場
所
二
於
テ
使

　
用
ヲ
許
ス
ハ
市
参
事
会
ノ
臨
時
定
ム
ル
所
二
拠
ル
」
（
『
京
都
市
公
告
』
一
九
〇
一

　
年
五
月
一
七
日
）
と
の
規
定
を
適
用
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
京
都
市
は
一

　
一
年
の
三
度
目
の
条
例
改
正
で
使
用
場
所
の
規
定
を
削
除
し
た
（
欄
京
都
市
公
告
㎞

　
一
九
一
一
年
五
月
一
九
罠
）
た
め
、
事
実
上
、
申
請
者
は
京
都
市
の
許
可
を
得
れ

　
ば
、
ど
こ
に
お
い
て
も
疏
水
の
水
力
使
用
が
可
能
と
な
っ
た
。
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3

鴨
川
運
河
に
お
け
る
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用

（
1
）
　
傍
藤
水
車
に
よ
る
鴨
川
蓮
河
水
力
使
用
の
開
始

日本近代都市における水利事業の展開と慣行水利権（白木）

　
伊
藤
水
車
に
よ
る
鴨
川
か
ら
の
水
力
使
用
は
、
一
八
三
二
年
、
愛
宕
郡
今
熊
野
村
の
初
代
伊
藤
庄
兵
衛
が
鴨
川
五
条
橋
東
岸
か
ら
水
車
を
動

力
源
と
し
た
水
車
業
を
創
業
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
明
治
初
期
に
初
代
庄
兵
衛
は
本
町
十
丁
目
に
移
住
し
、
当
家
の
基
礎
を
築
い
た
と
言
わ
れ

　
　
①

て
い
る
。
伊
藤
水
車
の
取
水
路
は
鴨
川
東
岸
に
平
行
し
て
築
か
れ
、
五
条
大
橋
東
詰
で
鴨
川
か
ら
取
水
し
た
後
、
川
端
正
面
下
ル
上
堀
詰
町
で

伊
藤
喜
三
郎
、
川
端
七
条
下
ル
日
吉
町
で
速
水
リ
ツ
、
柳
原
庄
西
野
で
伊
藤
庄
兵
衛
の
各
水
車
が
取
水
し
た
後
、
鴨
川
に
放
流
す
る
構
造
に
な

っ
て
い
た
（
図
表
③
）
。
鴨
川
運
河
開
墾
の
た
め
鴨
川
東
岸
の
精
米
水
車
業
者
は
鴨
川
か
ら
取
水
で
き
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
速
水
と

伊
藤
庄
兵
衛
が
精
米
水
車
業
を
継
続
し
得
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
水
路
の
構
造
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
～
八
九
三
年
、
京
都
市
が
鴨
川
運
河
を
開
墾
す
る
に
あ
た
り
、
伊
藤
水
車
の
鴨
川
取
水
路
と
交
差
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
伊
藤
水
車
は

鴨
川
か
ら
の
取
水
を
遮
断
さ
れ
た
た
め
、
取
水
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
京
都
市
で
は
、
鴨
川
運
河
工
事
を
担
当
し
た
主
任
技
師
が
、
伊
藤
水
車

の
鴨
川
か
ら
の
取
水
量
を
調
査
し
、
そ
の
水
量
は
三
四
個
余
で
あ
る
と
報
告
し
た
が
、
「
先
づ
二
十
個
許
り
あ
れ
ば
充
分
な
る
べ
し
」
と
の
見

込
み
を
立
て
た
。
そ
の
た
め
、
同
年
一
〇
月
、
柳
原
町
は
鴨
川
の
水
を
引
く
の
は
同
町
の
既
得
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
都
市
が
運
河

を
開
諾
す
る
た
め
に
水
量
を
制
限
す
る
の
は
「
以
て
の
外
の
事
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
従
来
通
り
の
引
水
を
承
諾
し
な
い
場
合
は
行
政
訴
訟
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

起
こ
す
覚
悟
で
あ
る
と
、
京
都
市
に
談
判
し
て
い
る
。
更
に
、
九
四
年
九
月
、
伊
藤
喜
三
郎
は
、
鴨
川
運
河
開
墾
に
よ
り
「
全
所
々
有
之
候
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

路
筋
ハ
御
収
用
ノ
後
何
レ
ノ
御
堅
塁
被
成
下
、
従
前
ノ
通
流
水
相
成
候
哉
御
示
シ
相
成
度
」
と
主
張
し
、
水
路
収
用
の
後
に
付
け
替
え
を
行
い
、

従
来
通
り
流
水
す
る
か
否
か
を
示
す
よ
う
、
京
都
市
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
、
同
月
一
七
日
、
京
都
市
水
路
事
務
所
は
「
旧
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

路
地
へ
付
替
、
従
前
ノ
通
流
水
候
様
可
致
北
条
、
右
様
御
了
知
相
成
度
」
と
伊
藤
水
車
に
返
答
し
、
従
来
通
り
流
水
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
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図表③　伊藤水車の取水路略図

●伊藤喜三郎

●速水リツ

●伊藤庄兵衛

、

l
l
l
l
l
l
1

1

堤
　
塘

鴨
川
運
河

五条大橋

正面橋

七条大橋

塩小路橋

鴨
　
川

旧水路一一一一　　新水路

出典　「衆議院・府会・府有財産・府行政雑」

　　　『京都府行政文書』大15－33。
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あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
水
車
は
、
鴨
川
運
河
開
墾
に
よ
る
取
水
断
絶
の
危
機
に
あ
た
り
、
京
都
市
と
水
利
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
た
が
、

新
た
に
償
還
水
と
し
て
鴨
川
運
河
か
ら
取
水
し
、
従
来
通
り
精
米
水
車
の
営
業
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
鴨
川
運
河
の
施
工
に
あ
た

喰
伊
藤
喜
三
郎
が
三
五
円
、
速
水
ツ
ネ
が
二
七
円
五
〇
銭
、
伊
藤
庄
兵
衛
が
三
七
円
五
〇
銭
を
京
都
市
に
寄
付
し
て
い
輸
。
鴨
川
運
河
開
馨

工
事
に
お
け
る
三
者
の
寄
付
額
は
他
の
寄
付
者
の
額
に
比
べ
突
出
し
て
高
く
、
鴨
川
運
河
工
事
の
進
捗
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
九
六
年
五
月
二
日
、
伊
藤
水
車
は
鴨
川
か
ら
従
来
取
水
し
て
い
た
水
量
三
〇
個
七
分
三
厘
に
加
え
、
更
に
三
個
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

分
七
厘
二
毛
の
水
量
使
用
を
落
差
七
尺
の
見
込
み
で
京
都
市
に
出
願
し
、
同
年
六
月
三
日
に
許
可
さ
れ
た
。
図
表
②
に
示
し
た
伊
藤
喜
三
郎
の

使
用
水
量
「
三
個
五
分
七
厘
二
毛
」
と
は
、
鴨
川
か
ら
の
取
水
が
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
鴨
川
運
河
か
ら
償
還
水
と
し
て
取
水
し
た
三
〇
個
七
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分
三
厘
は
最
初
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
て
、
九
六
年
五
月
に
新
規
に
追
加
で
許
可
さ
れ
た
水
量
の
み
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
伊
藤
水
車

が
実
際
に
鴨
川
運
河
か
ら
取
水
し
て
い
た
水
量
は
、
償
還
水
と
新
規
許
可
水
量
と
を
合
わ
せ
た
三
四
個
三
分
二
毛
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
藤
水

車
は
京
都
市
と
新
規
水
量
申
請
暗
に
、
疏
水
送
水
の
た
め
支
出
し
て
い
た
工
事
修
繕
費
が
不
要
に
な
っ
た
た
め
、
京
都
市
の
工
事
の
労
に
報
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
と
称
し
、
放
水
費
と
し
て
冥
加
金
五
〇
円
を
京
都
市
に
毎
年
納
付
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
た
。

　
一
八
九
一
年
施
行
の
条
例
の
使
用
料
規
定
（
図
表
④
）
に
基
づ
き
、
伊
藤
水
車
が
新
規
に
追
加
で
取
水
し
た
水
量
三
皇
五
分
七
厘
二
毛
（
図

表
②
）
の
使
用
料
を
求
め
る
と
、
年
間
五
〇
円
八
厘
と
な
る
。
冥
加
金
と
し
て
毎
年
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
五
〇
円
と
は
、
事
実
上
、
新
規
に

追
加
で
取
水
し
た
水
量
三
遠
五
分
七
厘
二
毛
に
相
当
す
る
使
用
料
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
同
様
の
方
法
で
伊
藤
水
車
が
実
際
に
取
水

し
て
い
る
水
量
三
四
個
三
分
二
毛
の
使
用
料
を
求
め
る
と
、
年
間
四
八
○
円
四
八
銭
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
水
車
は
、
他
の
｝
般
水
力
使

図表④　琵琶湖疏水事業における水

　　　　力使用料の変遷

施行

N月日
水力使用料

1891年

T月21日
160円

1901年

T月21日
196円

1906年

T月21日
212円

1911年

T月22日
27銭

積数

1913年

W月2曝

　400来満　　32銭

@70味満　　28銭
P，0GO未満　　25銭

LOOO以上　　20銭

【営業及び灌概】

呼数

2．5未満　　1円

5．0未満　　2円

400以下　　41銭5厘

400超　　　36銭5厘
700未満　　32銭5厘

1920年 1、OGO超　　26銭

12月1日 【庭園その他娯楽及び防火1

積翠

400以下　　50銭

400超　　　45銭

水景0，1以上積数12．5未満

6円
水量0，1未満積数2．5未満

2円

出典

泳1

2

3

4

5

『京都欝公告』1891年5月21日、1901年5月17

日，19061f－4月4日，1911ゴド5月19日，1913Jil1

8月2B。
ぎ京都市公報葦1920年圭2月1旧。

1891年制定から1906年改正までは水最1飼（竺

1立方尺／秒竺約0．027825面／秒〉につき落差

80尺以一］：，1篤年の使絹料で，落差80尺未満の

箇所は比例により定めた。

1911年改正，1913年改正では水量1｛固，落差1

尺、1箇月の使用料を示す。

積数とは水量に落差を乗じた数値である。

1913年改正は水量1個，落差1尺，王篤月の使

用料を示す。

1920年改正は水離1個，1箇月の使J9料を示す。
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用
者
と
異
な
り
、
実
際
に
取
水
し
た
水
量
三
四
燗
三
分
二
毛
の
年
間
使
用
料
四
八
○
円
四
八
銭
を
支
払
わ
ず
、
償
還
水
を
除
い
た
新
規
取
水
量

三
個
五
分
七
厘
二
毛
分
の
使
用
料
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
五
〇
円
の
み
を
、
冥
加
金
の
名
目
で
事
実
上
の
使
用
料
と
し
て
京
都
市
に
支
払
っ
て
い
た

の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
額
は
一
般
水
力
使
用
者
が
支
払
う
年
間
使
用
料
の
僅
か
一
〇
・
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
言
う
と
、
京
都
市
は

一
般
水
力
使
用
者
の
約
一
回
分
の
一
の
使
用
料
で
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
を
認
可
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
以
降
、
伊
藤
水
車
の
鴨

川
運
河
か
ら
の
水
力
使
用
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）
　
曾
藤
水
車
に
よ
る
鴨
川
運
河
水
力
使
用
の
展
開

　
そ
の
後
、
京
都
甫
は
物
価
上
昇
に
伴
い
水
力
使
用
条
例
の
改
正
を
定
期
的
に
実
施
し
、
使
用
料
を
値
上
げ
し
た
。
勾
配
八
○
尺
、
一
佃
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
一
六
〇
円
の
年
問
使
用
料
を
、
一
九
〇
一
年
に
一
九
六
円
に
、
六
年
置
は
二
～
二
円
に
値
上
げ
し
て
い
る
。
更
に
、
一
皿
年
に
は
使
用
料
を

年
額
制
か
ら
月
額
制
に
改
正
し
、
一
層
の
値
上
げ
を
行
っ
た
（
図
表
④
）
。
こ
う
し
た
度
重
な
る
値
上
げ
に
対
し
、
伊
藤
水
車
は
使
用
契
約
期
限

が
満
期
に
な
る
条
例
改
正
前
後
に
、
従
来
通
り
の
水
量
三
個
五
分
七
厘
二
毛
の
使
用
を
五
〇
円
で
認
可
す
る
継
続
使
用
を
京
都
市
に
請
願
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

京
都
市
は
そ
の
都
度
そ
の
請
願
を
認
可
し
続
け
て
き
た
。
た
だ
し
、
一
年
の
条
例
改
正
の
際
、
京
都
市
は
冥
加
金
を
水
力
使
用
料
に
割
り
当
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
納
付
す
べ
き
旨
を
伊
藤
水
車
に
通
達
し
た
た
め
、
伊
藤
水
車
は
月
額
制
で
水
力
使
用
料
と
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
伊

藤
水
車
の
京
都
市
へ
の
支
払
額
は
冥
加
金
と
し
て
支
払
っ
て
き
た
固
定
不
変
の
年
額
五
〇
円
で
は
な
く
な
り
、
条
例
の
改
正
に
応
じ
て
換
算
変

化
す
る
水
量
三
個
五
分
七
厘
二
回
分
の
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
年
、
六
年
、
＝
年
の
条
例
改
正
に
合
わ
せ
て
、

伊
藤
水
車
も
使
用
料
の
値
上
げ
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
京
都
市
は
第
二
琵
琶
湖
疏
水
の
開
墾
に
伴
い
、
琵
琶
湖
か
ら
京
都
市
へ
の
取
水
量
が
八
・
三
五
，
m
／
秒
か
ら
二
三
・
六
五
、
m
／
秒
に

増
加
し
た
た
め
、
一
九
一
〇
年
二
月
か
ら
翌
年
＝
月
に
か
け
て
、
鴨
川
運
河
を
幅
員
約
六
・
一
m
、
水
深
約
一
〇
六
C
m
か
ら
、
幅
員
約
～

二
・
七
m
、
水
深
約
二
四
二
c
m
に
拡
張
し
た
。
こ
の
拡
張
工
事
で
は
、
伊
藤
喜
三
郎
が
二
〇
九
二
円
、
速
水
リ
ツ
が
四
四
二
五
円
、
伊
藤
庄
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⑪

兵
衛
が
五
七
三
五
円
五
〇
銭
で
、
鴨
川
運
河
東
岸
の
各
所
有
地
を
京
都
市
に
買
収
さ
れ
た
。
こ
の
工
事
の
た
め
、
伊
藤
水
車
は
頻
繁
に
断
水
に

見
舞
わ
れ
、
鴨
川
運
河
か
ら
取
水
が
困
難
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
＝
一
年
四
月
一
九
日
、
伊
藤
水
車
は
京
都
市
に
使
用
料
の
値

下
げ
を
求
め
、
次
の
よ
う
な
請
願
を
行
っ
て
い
る
。

臼本近代都市における水利事業の展開と慣行水利権（白木）

屡
々
条
例
改
正
二
子
シ
使
用
料
値
上
セ
ラ
レ
、
遂
二
昨
年
二
至
リ
壱
ケ
年
弐
百
参
拾
壱
円
余
ノ
使
用
ト
完
成
、
今
日
迄
其
ノ
不
利
益
ヲ
忍
ヒ
来
り
候
へ
共
、

第
二
疏
水
工
事
ノ
為
屡
々
断
水
ノ
為
、
昨
年
二
於
テ
数
千
円
ノ
損
失
ヲ
蒙
り
候
様
ノ
次
第
ニ
テ
、
最
早
吾
々
堪
へ
得
ル
処
二
無
之
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
数
十

年
間
継
続
使
用
シ
来
り
タ
ル
既
得
ノ
用
水
二
対
シ
、
他
ノ
営
業
者
面
様
使
用
料
ヲ
徴
セ
ラ
ル
・
理
由
無
之
モ
ノ
ト
思
考
仕
来
気
付
、
明
治
三
十
四
年
当
時

二
於
ケ
ル
如
ク
既
得
水
蜜
三
十
四
個
二
対
シ
本
月
一
日
ヨ
リ
冥
加
金
ト
シ
テ
毎
年
金
七
拾
円
上
納
可
致
候
間
、
幸
二
事
情
御
洞
察
願
意
御
聴
許
被
成
下
度
、

　
　
　
　
　
⑫

此
段
奉
願
候
也
。

　
度
重
な
る
条
例
改
正
に
よ
る
値
上
げ
に
よ
り
、
使
用
料
が
年
額
二
一
二
一
円
余
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
第
二
疏
水
工
事
の
た
め
断
水
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
大
変
な
損
失
を
蒙
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
既
得
の
用
水
に
対
し
て
他
の
営
業
者
と
同
様
に
使
用
料
を
徴
収
さ
れ
る
理
由
は
な
い
の
で
、

既
得
水
量
三
四
個
に
対
し
て
、
一
九
〇
一
年
当
時
の
条
例
改
正
時
と
同
様
に
、
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
年
間
七
〇
円
の
冥
加
金
だ
け
の
上
納
で

認
め
て
ほ
し
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
問
年
一
二
月
一
〇
日
、
京
都
市
は
こ
の
請
願
を
受
け
容
れ
、
同
月
分
か
ら
冥
加
金
七
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

だ
け
の
納
付
で
水
力
使
用
を
伊
藤
水
車
に
認
可
し
た
の
で
あ
る
。

　
伊
藤
水
車
が
取
水
し
て
い
た
水
量
三
四
個
分
の
～
般
水
力
使
用
者
の
年
間
使
用
料
を
、
そ
の
後
に
改
正
さ
れ
た
疏
水
水
力
使
用
条
例
に
基
づ

き
求
め
る
と
、
一
九
一
一
年
の
改
正
で
は
一
一
〇
一
円
六
〇
銭
、
＝
二
年
の
改
正
で
は
ニ
ニ
〇
五
円
六
〇
銭
と
な
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
水
車
が

～
二
年
か
ら
京
都
市
に
納
付
し
た
冥
加
金
七
〇
円
と
は
、
条
例
に
基
づ
い
て
換
算
さ
れ
た
使
用
料
の
僅
か
一
一
・
六
％
ま
た
は
三
・
一
％
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
一
八
九
六
年
に
伊
藤
水
車
が
鴨
川
運
河
か
ら
取
水
を
開
始
し
た
際
に
京
都
市
に
支
払
っ
た
冥
加
金
五
〇
円
が
、
一
般
水
力
使
用
者
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の
約
一
〇
・
四
％
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
金
額
が
異
常
な
低
率
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
京
都
市
は
伊
藤
水
車

に
特
権
を
与
え
、
極
め
て
優
遇
し
て
水
力
使
用
を
認
め
て
き
た
。
伊
藤
水
車
は
大
幅
な
使
用
料
を
減
免
さ
れ
、
極
め
て
有
利
な
条
件
で
三
四
個

と
い
う
大
量
の
取
水
を
認
め
ら
れ
、
精
米
水
車
営
業
に
よ
る
私
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
伊
藤
水
車
の
特
権
的
水
力
使
用
は
、
五
度
目
の
条
例
改
正
案
が
審
議
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
六
月
一
一
一
日
の
市
会
に
お
い
て
大
き
な
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

問
題
と
な
っ
た
。
西
尾
林
太
郎
議
員
が
、
こ
の
改
正
を
機
に
伊
藤
庄
兵
衛
等
の
「
不
公
平
」
な
水
力
使
用
に
つ
い
て
、
京
都
市
が
改
善
す
る
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

志
が
あ
る
か
否
か
、
市
当
周
に
厳
し
く
問
い
質
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
京
都
市
工
務
部
長
の
永
田
兵
三
郎
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
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傍
藤
水
車
水
路
ハ
ズ
ツ
ト
前
、
文
政
年
間
カ
ラ
出
来
テ
居
ル
水
路
デ
ア
ツ
テ
、
其
水
路
ヲ
向
フ
が
使
フ
ト
云
フ
コ
ト
ノ
権
利
ヲ
確
実
掛
持
ツ
テ
居
ツ
タ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
後
二
疏
水
ヲ
市
が
造
ツ
テ
水
路
ヲ
絶
断
シ
タ
、
其
結
果
ト
シ
テ
鴨
川
ノ
水
が
行
カ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
タ
カ
ラ
シ
テ
、
其
賠
償
ト
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

疏
水
ノ
水
ヲ
ヤ
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
タ
、
ソ
レ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
シ
テ
是
ハ
水
力
使
用
条
例
デ
律
ス
ベ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
デ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

　
こ
の
答
弁
は
、
鴨
川
運
河
開
墾
以
前
に
鴨
川
か
ら
取
水
し
た
時
代
の
伊
藤
水
車
の
水
利
使
用
を
、
京
都
市
が
慣
行
水
利
権
と
し
て
認
め
、
伊

藤
水
車
の
疏
水
か
ら
の
水
力
使
用
を
水
力
使
用
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
例
外
的
使
用
者
で
あ
る
と
、
公
に
認
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
時
期
、
西
尾
議
員
が
伊
藤
水
車
の
特
権
的
水
力
使
用
の
是
正
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
京
都
市
の
水
力
使
用
事
業
に
ど
の
よ
う
な

変
化
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
「
市
参
事
会
議
決
書
」
い
九
二
三
年
咽
京
都
市
行
政
文
書
㎞
三
五
四
一
〇
九
五
。

　
佐
野
精
一
著
欄
京
都
府
会
議
員
列
伝
㎞
（
佐
野
精
一
、
一
八
九
四
年
）
四
四
－
四

　
六
。
京
都
府
議
会
事
務
局
編
『
京
都
府
議
会
歴
代
議
員
録
』
（
京
都
府
議
会
、
～

　
九
⊥
ハ
～
年
）
　
一
八
二
。

②
同
上
。
「
用
水
の
交
渉
婁
件
起
こ
ら
ん
と
す
」
『
日
出
新
聞
扁
一
八
九
三
年
｝
○

　
月
二
二
B
付
。

③
前
掲
噸
京
都
市
行
政
文
書
臨
三
五
四
一
〇
九
五
。

④
同
上
。

⑤
そ
の
他
に
、
伊
藤
喜
三
郎
は
～
八
円
相
当
の
杉
丸
太
一
〇
〇
本
を
京
都
市
に
寄

　
付
し
て
い
る
（
木
村
与
三
郎
編
『
琵
琶
湖
疏
水
要
誌
附
録
隔
（
京
都
市
参
事
会
、
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一
八
九
六
年
）
一
二
〇
六
）
。

⑥
「
衆
議
院
・
府
会
・
府
有
財
産
・
府
行
政
雑
・
訴
願
訴
訟
・
士
族
編
入
・
諸
調

　
書
・
雑
事
雑
扁
『
京
都
府
行
政
文
書
㎞
大
一
五
…
三
三
。

⑦
前
掲
『
京
都
市
行
政
文
書
』
三
五
四
一
〇
九
五
。

⑧
『
京
都
市
公
告
』
一
九
〇
一
年
五
月
｝
七
日
、
一
九
〇
六
年
草
月
四
日
、
一
九

　
＝
年
五
月
一
九
躍
。

⑨
前
褐
『
京
都
府
行
政
文
書
』
大
一
五
－
三
三
。

⑩
前
掲
明
京
都
市
行
政
文
書
㎞
三
五
四
1
0
九
五
。

⑪
京
都
市
役
所
『
京
都
齋
三
大
事
業
誌
巻
ζ
（
京
都
市
役
所
、
一
九
一
二
年
）

　
門
第
二
集
」
～
九
四
－
一
九
七
。

⑫
前
掲
『
京
都
市
行
政
文
書
㎞
三
五
四
一
〇
九
五
。

⑬
同
上
。

⑭
西
尾
林
太
郎
は
寺
町
通
二
二
上
ル
の
雑
貨
商
で
、
政
治
記
者
・
京
都
府
会
書
記

　
長
の
職
を
経
た
後
、
一
九
一
八
年
九
月
の
市
会
議
貴
選
挙
で
初
当
選
し
て
い
る

　
（
繭
掲
隅
京
都
府
議
会
歴
代
議
員
録
輪
　
～
五
〇
…
一
五
二
）
。

4

伊
藤
水
車
問
題
の
展
開

⑮
　
永
田
兵
三
郎
に
つ
い
て
は
、
中
川
理
「
都
市
計
画
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
土

　
地
区
画
整
理
扁
丸
山
宏
・
伊
総
懸
・
高
木
博
志
編
明
近
代
京
都
研
究
唾
（
田
文
閣
、

　
二
〇
〇
入
年
）
七
二
ー
七
五
。
拙
稿
「
市
村
光
恵
市
長
小
論
（
　
）
」
四
京
都
市
政

　
史
編
さ
ん
通
信
』
五
号
三
〇
〇
一
年
三
月
）
を
参
照
。

⑯
『
京
都
市
会
会
議
録
噛
㎝
九
二
〇
年
六
月
二
一
日
。
同
年
三
月
一
七
日
の
予
算

　
市
会
に
お
い
て
も
、
西
尾
か
ら
同
様
の
質
問
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
、
永
田
は

　
門
伊
藤
氏
外
二
名
ノ
方
二
行
ツ
テ
居
り
マ
ス
水
ハ
、
元
鴨
川
カ
ラ
ズ
ツ
ト
以
前
二

　
取
ツ
テ
居
ツ
タ
水
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
以
後
二
尊
テ
本
市
が
疏
水
工
事
ヲ
ヤ
リ
マ
シ

　
テ
其
水
路
ヲ
打
切
ツ
タ
が
為
メ
ニ
、
車
代
リ
ト
シ
テ
疏
水
カ
ラ
水
ヲ
出
シ
テ
居
ル

　
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
決
シ
テ
疏
水
ノ
水
ヲ
売
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

　
ソ
レ
デ
伊
藤
氏
ノ
方
カ
ラ
云
ヘ
バ
元
々
ア
ツ
タ
権
利
ヲ
市
が
妨
ゲ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ

　
ラ
、
ソ
レ
ヲ
疏
水
ノ
方
デ
償
ツ
テ
貰
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ
形
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア

　
リ
マ
ス
」
（
『
京
都
市
会
会
議
録
』
㎝
九
二
〇
年
三
月
一
七
日
）
と
、
ほ
ぼ
問
内
容

　
の
答
弁
を
行
っ
て
い
た
。

（
1
）
　
琵
琶
湖
疏
水
の
水
力
使
用
の
変
化
と
水
力
使
用
条
例
の
改
正

　
さ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
は
疏
水
の
水
力
使
用
事
業
は
、
使
用
者
が
引
水
す
る
獣
的
と
用
途
に
お
い
て
開
業
当
初
に
比
し
て
大
き
く
変

化
し
て
い
た
。
図
表
⑤
に
よ
り
、
鴨
川
運
河
が
完
成
し
た
一
八
九
五
年
と
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
一
九
年
と
を
比
較
し
、
そ
の
引
水
目
的

と
用
途
の
変
化
の
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
精
米
が
使
用
者
全
体
の
中
で
の
相
対
的
地
位
を
低
下
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
一
九
｝
九
年
に
お
い
て
精
米
は
使
用
件
数
、
水
量
と
も
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図表⑤　琵琶湖疏水事業における水力使用の変遷

1895年 1919年

使用目的 使胴件数
@（件）

水景
i㎡／秒〉

使用件数
@（件）

水量
i1㎡／秒）

精米
15

i12）

6，931

i3，564）
12 5，305

防火・庭園 1 0，097 8 0，331

紡績・染色 1
一

4 3，211

製銅・製箔 2 0，261 5 4，109

製氷 1 0，027

陶磁器製造 1 0，083

学術実験 1 0，011

灌溜i ！ 0．lU

雑∫灘 1 0，013

出典　京都市上下水道局総務課編『京都市水道百年史《資料篇》』

　　　（京都霧上下水遣局，2012年〉「巻宋資料」，　138。

注1　1895年の数値は同年12月31B現在の数値を示す。

　2精米には、1895年は撚糸・鍛冶・製銅．1919年は製粉・炭

　　　団との兼用を含み，丸括弧内の数値は精米だけの使用を示

　　　す。

　3　原資料では水鈷はF掴」（t立方尺／秒）で記載されてい

　　　るが．1個扁0、027826㎡／秒を棊に「m］／秒」に換算し．

　　　小数点4位以下を切り捨てた。

　
第
三
に
、
紡
績
・
染
色
、
製
銅
・
製
箔
、
陶
磁
器
製
造
等
の
工
業
用
の
水
力
使
用
が
、

で
あ
る
。
夷
川
船
溜
に
お
い
て
三
谷
卯
三
郎
が
伸
銅
用
、
伏
見
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
に
お
い
て
平
井
熊
三
郎
が
紡
績
用
、

て
鐘
紡
京
都
工
場
が
絹
糸
精
練
用
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
中
小
工
場
に
お
い
て
、

等
の
工
業
用
水
と
し
て
の
使
用
が
増
加
し
た
。

　
琵
琶
湖
疏
水
の
水
力
使
用
は
開
始
か
ら
四
半
世
紀
を
経
て
、
精
米
の
比
重
が
相
対
的
に
低
下
す
る
～
方
、
防
火
・
庭
園
の
比
重
が
高
ま
り
、

工
業
用
の
水
力
使
用
が
飛
躍
的
に
増
え
て
い
っ
た
。

依
然
と
し
て
最
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
一
八

九
五
年
に
比
べ
る
と
、
双
方
と
も
減
少
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
水
量
は
少
な
い
も
の
の
、
使
用
件
数
に
お
い

て
防
火
・
庭
園
が
増
加
し
た
点
で
あ
る
。
使
用
者
数
は
、

一
八
九
五
年
目
は
僅
か
に
一
で
あ
っ
た
が
、
一
九
〇
五
年

に
は
山
県
有
朋
別
邸
・
大
谷
派
本
願
寺
・
京
都
帝
室
博
物

館
（
図
表
②
）
に
加
え
、
＝
一
年
ま
で
に
、
宮
内
省
が
蹴

上
船
溜
南
側
の
大
日
山
貯
水
池
か
ら
御
所
に
向
け
て
、
地

下
に
布
設
し
た
鉄
管
を
通
り
防
火
用
水
を
送
水
す
る
御
所

水
道
を
完
成
さ
せ
た
ほ
か
、
南
禅
寺
界
隈
に
は
、
稲
畑
勝

太
郎
・
野
村
徳
七
・
住
友
吉
左
衛
門
等
の
有
力
実
業
家
が

所
有
す
る
別
荘
庭
園
の
池
泉
用
に
疏
水
の
水
が
引
水
さ
れ

た
。　

　
使
用
件
数
、
水
量
の
双
方
と
も
著
し
く
増
加
し
た
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疏
水
分
線
の
高
野
に
お
い

　
　
　
　
水
車
動
力
の
み
な
ら
ず
、
染
色
・
洗
浄
・
製
氷
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こ
の
よ
う
に
水
力
使
用
の
目
的
と
用
途
が
大
き
く
変
化
す
る
と
と
も
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
イ
ン
フ
レ
の
進
行
に
よ
り
物
価
が
高
騰
し

た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
二
〇
年
、
京
都
市
は
五
度
目
の
条
例
の
改
正
を
実
施
し
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
（
図
表
④
）
。

　
第
一
に
、
用
途
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
使
用
料
の
値
上
げ
を
実
施
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
営
業
灌
概
用
」
は
～
・
一
六
～
一
・
三
〇
倍
、
「
庭

園
其
ノ
他
娯
楽
及
防
火
用
」
は
～
・
五
六
～
二
・
二
五
倍
の
料
率
で
値
上
げ
を
実
施
し
た
。
こ
の
値
上
げ
は
第
～
次
世
界
大
戦
以
降
の
物
価
高

騰
に
対
応
し
た
も
の
で
、
水
力
使
用
の
目
的
の
相
違
に
よ
っ
て
、
値
上
げ
の
割
合
に
差
を
設
け
た
。

　
第
二
に
、
水
力
使
用
者
を
「
営
業
及
灌
厩
ノ
類
二
使
用
ス
ル
モ
ノ
」
と
「
庭
園
其
ノ
他
娯
楽
及
防
火
用
二
二
用
ス
ル
モ
ノ
」
の
二
つ
に
分
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

後
者
を
前
者
に
比
べ
一
・
二
〇
～
一
二
～
三
倍
高
率
の
料
金
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
防
火
・
庭
園
用
の
使
用
者
の
増
加
に
対
応
し
た
も
の

で
、
使
用
者
の
多
く
が
高
額
所
得
の
膚
力
実
業
家
だ
っ
た
の
で
、
高
率
に
設
定
し
て
も
十
分
な
支
払
い
能
力
が
あ
り
、
値
上
げ
に
反
対
さ
れ
る

可
能
性
は
低
い
と
の
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
方
、
営
業
・
灌
概
の
用
途
で
引
水
す
る
商
工
業
者
や
農
家
に
対
し
て
は
、
一
九
二
〇
年
か
ら
深

刻
と
な
っ
た
戦
後
恐
慌
に
よ
る
経
済
的
打
撃
を
配
慮
し
、
庭
園
等
の
使
用
者
へ
の
料
率
に
比
し
て
低
く
抑
え
ら
れ
た
。

　
更
に
、
一
九
一
一
一
年
、
京
都
市
は
六
度
目
の
条
例
改
正
を
実
施
し
、
第
＝
二
条
の
「
使
用
料
ハ
水
量
二
黒
差
ヲ
乗
シ
タ
ル
積
数
二
従
ヒ
左
ノ

墨
引
依
リ
之
ヲ
徴
収
ス
」
と
の
条
文
を
、
「
使
用
料
ハ
水
力
使
用
ノ
目
的
二
従
ヒ
水
量
二
落
差
ヲ
乗
シ
タ
ル
里
数
ヲ
左
ノ
各
級
二
区
分
シ
逐
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
各
料
率
ヲ
適
用
シ
テ
之
ヲ
徴
収
ス
」
に
改
め
た
。
「
水
力
使
用
ノ
目
的
二
従
ヒ
」
と
の
条
文
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
定
し
た
使
用
料

の
記
述
と
対
応
す
る
よ
う
、
表
記
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
僻
藤
水
車
に
よ
る
水
力
使
用
の
政
治
問
題
化
と
京
都
市
の
対
応

　
さ
て
、
京
都
市
が
使
用
料
を
使
用
量
的
や
使
用
水
量
に
応
じ
て
料
率
に
差
を
付
け
る
内
容
に
条
例
を
改
正
整
備
し
た
こ
と
に
よ
り
、
市
会
に

お
い
て
不
公
平
と
見
な
さ
れ
る
水
力
使
用
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
最
大
の
標
的
と
な
っ
た
の
が
伊
藤
水
車
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
置
ら
一
＝
一
年
の
市
会
に
お
い
て
、
前
記
の
西
尾
林
太
郎
の
ほ
か
、
田
中
新
七
・
橋
本
永
太
郎
等
の
議
員
が
中
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心
と
な
っ
て
、
伊
藤
水
車
が
条
例
の
適
用
を
受
け
ず
、
固
定
額
七
〇
円
と
い
う
少
額
の
冥
加
金
の
支
払
い
だ
け
で
、
三
四
個
の
水
力
使
用
を
京

都
市
が
認
め
続
け
て
き
た
こ
と
を
、
た
び
た
び
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
当
時
、
多
く
の
一
般
水
力
使
用
者
が
条
例
の
改
正
に
よ
り
使
用
料

の
値
上
げ
を
強
い
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
藤
水
車
だ
け
が
例
外
と
し
て
使
用
料
の
値
上
げ
を
受
け
な
い
こ
と
、
と
り
わ
け
、
水
力
使
用

の
多
様
化
に
よ
り
精
米
の
比
重
が
低
下
し
た
た
め
、
精
米
使
用
全
体
の
約
一
八
％
の
取
水
量
を
占
め
る
に
至
っ
た
伊
藤
水
車
は
、
条
例
改
正
に

よ
り
本
来
相
対
的
に
値
上
率
が
低
い
「
営
業
用
」
の
水
力
使
用
を
受
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
権
的
待
遇
に
よ
り
大
量
の
水
力
使
用
を
受
け

続
け
て
い
る
こ
と
が
、
不
公
平
な
水
力
使
用
で
あ
る
と
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
市
会
の
要
望
を
受
け
、
京
都
市
は
伊
藤
水
車
の

水
力
使
用
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
一
年
一
〇
月
一
一
八
日
、
京
都
市
は
「
伊
藤
水
車
の
使
用
に
関
わ
る
水
車
用
疏
水
水
力
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

契
約
書
案
」
を
市
会
に
提
出
し
、
次
の
四
点
か
ら
成
る
伊
藤
水
車
と
の
新
た
な
契
約
内
容
を
示
し
た
。

　
第
一
に
、
伊
藤
水
車
が
疏
水
か
ら
取
水
す
る
水
量
三
四
個
の
う
ち
二
〇
個
に
対
し
、
京
都
市
は
使
用
料
そ
の
他
の
対
価
を
請
求
し
な
い
。

　
第
二
に
、
京
都
市
が
条
例
と
そ
れ
に
基
づ
い
て
定
め
た
規
定
に
よ
っ
て
減
水
ま
た
は
重
水
し
、
更
に
構
造
物
の
変
更
に
よ
り
送
水
を
廃
止
し

て
も
、
伊
藤
水
車
は
損
害
賠
償
を
京
都
市
に
請
求
し
な
い
。

　
第
三
に
、
伊
藤
水
車
が
使
用
す
る
水
路
に
対
し
て
沿
革
上
の
理
由
に
基
づ
く
権
利
を
京
都
市
は
認
め
、
伊
藤
水
車
が
永
久
に
こ
の
契
約
に
基

づ
く
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

　
第
四
に
、
伊
藤
水
車
が
こ
の
契
約
に
よ
る
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
京
都
市
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
契
約
書
案
の
申
で
市
会
が
問
題
に
し
た
の
は
第
一
の
点
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
伊
藤
水
車
が
取
水
し
て
い
る
水
量
三
四
個
の
う
ち
二

〇
個
は
永
久
無
償
だ
が
、
一
四
個
だ
け
は
条
例
に
従
っ
て
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
決
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
で
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、

同
案
を
説
明
し
た
永
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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タ
ダ
ヤ
ル
ト
云
フ
ニ
十
個
ノ
水
ノ
水
力
馬
耕
千
五
百
王
円
七
十
二
銭
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
十
四
個
ノ
王
代
ハ
千
五
十
二
円
七
十
六
銭
二
当
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、



此
十
四
個
ト
ニ
十
個
二
分
ケ
タ
ト
云
フ
理
由
ハ
、
大
シ
テ
基
礎
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
市
会
ノ
御
要
求
ノ
ニ
千
円
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
標
準
ニ
シ
テ
話
ヲ

進
三
豊
ガ
、
結
局
其
約
半
分
千
円
ト
云
フ
コ
ト
ニ
話
が
折
合
ツ
テ
、
其
千
円
ヲ
標
準
ト
シ
テ
今
度
水
ノ
方
二
換
算
ヲ
シ
テ
約
十
四
個
ノ
水
二
当
ル
、
斯
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
デ
、
十
四
個
ト
ニ
十
個
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
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市
会
が
要
求
す
る
二
〇
〇
〇
円
を
標
準
に
伊
藤
水
車
と
交
渉
し
た
が
、
そ
の
半
分
の
一
〇
〇
〇
円
で
話
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
、
一
〇
〇
〇
円

を
標
準
と
し
て
使
用
料
を
換
算
し
た
と
こ
ろ
一
四
個
に
な
っ
た
の
で
、
一
四
個
と
二
〇
個
に
分
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら

事
前
に
徴
収
し
た
い
金
額
を
設
定
し
た
上
で
伊
藤
水
車
と
交
渉
し
た
が
、
そ
の
金
額
で
は
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
先
方
の
要
求
を
容
れ
て

妥
協
し
た
結
果
、
設
定
額
の
半
分
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
金
額
に
合
わ
せ
て
取
水
量
を
決
定
し
て
い
た
。
京
都
市
が
提
案
し
た
契
約
書
案
は
、

ま
ず
現
状
よ
り
多
く
の
使
用
料
を
伊
藤
水
車
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
た
め
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
に
つ
い
て
水
利
権
の

所
有
者
を
確
定
せ
ず
、
京
都
市
と
伊
藤
水
車
と
の
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
法
的
根
拠
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
永
田
は
、
弁
護
士
の
森

田
茂
議
員
か
ら
伊
藤
水
車
の
疏
水
の
「
引
水
権
」
の
有
無
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
も
、
次
の
よ
う
に
、
明
確
な
返
答
が
で
き
ず
、
答
弁
に
四
苦

八
苦
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。

水
利
権
ノ
有
無
ト
云
フ
コ
ト
、
権
利
義
務
ノ
事
ハ
私
ハ
余
リ
詳
シ
ク
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
先
程
有
力
ナ
ル
一
流
ノ
弁
護
士
ト
申
上
ゲ
マ
シ
タ
、
其
御
方
ノ
鑑

定
二
依
レ
バ
、
私
法
関
係
デ
ア
ル
、
斯
ウ
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
一
方
ノ
、
水
態
ヲ
取
り
得
ル
ト
云
フ
方
ノ
鑑
定
デ
ハ
、
公
法
関
係
デ
ア
ル
、

斯
フ
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
が
果
シ
テ
何
方
が
良
イ
ノ
カ
、
実
ハ
理
事
者
ト
シ
テ
モ
断
案
的
ノ
事
ハ
下
シ
得
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
矢
張
私
法
関

係
ト
云
フ
方
が
当
ツ
テ
居
り
ハ
セ
ヌ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
大
体
ハ
感
ジ
テ
居
り
マ
ス
、
併
シ
愈
々
ノ
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
裁
判
所
二
連
ナ
ケ
レ
バ
本
当
ノ
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

決
ハ
得
ラ
レ
ナ
イ
コ
ト
・
思
ヒ
マ
ス
。
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永
田
個
人
は
伊
藤
水
車
の
水
利
使
用
を
私
法
関
係
に
属
す
案
件
と
し
て
、
鴨
川
運
河
開
墾
以
前
か
ら
の
慣
行
水
利
権
を
認
め
る
立
場
を
取
り

な
が
ら
も
、
京
都
市
と
し
て
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
で
き
な
い
た
め
、
司
法
に
判
断
を
委
ね
る
案
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
契

約
書
案
は
決
定
を
見
ぬ
ま
ま
市
会
の
調
査
委
員
会
に
附
託
さ
れ
、
京
都
市
と
し
て
の
正
式
な
決
定
は
先
送
り
さ
れ
た
。

（
3
）
　
京
都
市
の
傍
藤
水
率
へ
の
水
力
使
用
条
例
適
用
要
求

　
で
は
、
市
会
の
調
査
委
員
会
は
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
に
、
如
何
な
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
～
九
二
二
年
七
月
ニ
ニ
日
の
市
会

に
お
い
て
、
調
査
委
員
会
は
京
都
市
が
提
出
し
た
契
約
書
案
を
否
決
し
、
条
例
に
従
い
使
用
料
を
徴
収
す
べ
き
と
す
る
附
帯
決
議
を
付
し
た
報

告
書
を
提
出
し
た
。
同
報
告
書
に
は
、
①
原
案
、
②
伊
藤
水
車
使
用
の
疏
水
水
利
権
に
関
す
る
私
法
的
解
説
と
公
法
的
解
説
、
③
佐
々
木
惣
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

法
学
博
士
の
意
見
書
、
④
原
嘉
道
法
学
博
士
の
意
見
書
の
四
つ
の
参
考
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
報
告
書
は
佐
々
木
・
原
と

い
う
法
学
の
専
門
家
に
よ
る
検
討
を
経
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
報
告
書
を
市
会
で
説
明
し
た
橋
本
永
太
郎
議
員
は
、
伊
藤
水
車
に
条
例

を
適
用
し
て
使
用
料
を
微
収
す
べ
き
と
の
結
論
に
至
っ
た
理
由
を
、
佐
々
木
・
原
の
意
見
を
も
と
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
鴨
川
運
河
開
墾
以
前
に
伊
藤
水
車
は
鴨
川
に
引
水
口
を
有
す
る
水
路
の
流
水
を
使
用
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
流
水
使
用
権
を
有
し

て
い
た
が
、
一
八
九
四
年
に
京
都
市
が
鴨
川
運
河
を
蒔
直
す
る
に
あ
た
り
鴨
川
か
ら
の
引
水
路
を
廃
絶
し
た
。
そ
の
結
果
、
伊
藤
水
車
は
引
水

が
不
能
に
な
っ
た
た
め
、
物
件
の
消
滅
に
よ
り
伊
藤
水
車
の
流
水
使
用
権
は
消
滅
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
伊
藤
水
車
の
疏
水
水
力
使
用
の
権
利

は
従
来
の
権
利
を
継
続
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
現
在
、
伊
藤
水
車
が
所
有
し
て
い
る
疏
水
の
水
力
使
用
権
は
、
市
の
営
造
物
で
あ
る
疏
水
運
河
を
伊
藤
水
車
が
利
用
し
た
と
い
う

新
た
な
原
因
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
佐
々
木
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
営
造
物
の
使
用
に
あ
た
り
私
法
上
の
契
約
は
成
立
せ
ず
、
常
に
公
法
上
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
営
造

物
の
使
用
許
可
や
特
許
は
行
政
上
の
処
分
で
あ
り
、
現
在
の
伊
藤
水
車
の
流
水
使
用
の
法
律
的
関
係
は
公
法
上
の
関
係
で
あ
る
。
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第
四
に
、
原
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
公
法
人
の
営
造
物
と
い
え
ど
も
、
設
置
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
私
法
上
の
契
約
に
よ
り
使
用
権
を
設
定

で
き
る
が
、
営
造
物
の
使
用
は
原
則
と
し
て
公
法
上
の
関
係
で
あ
り
、
私
法
上
の
契
約
に
よ
っ
て
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
例
外
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
伊
藤
水
車
の
流
水
使
用
に
つ
い
て
私
法
上
の
契
約
に
よ
っ
て
使
用
を
許
可
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
市
制
の
規
定
に
従
っ
て
、

市
会
の
議
決
を
経
る
か
、
市
参
事
会
が
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
市
会
の
議
決
を
経
て
い
な
い
し
、
市
参
事

会
が
契
約
を
締
結
し
て
も
い
な
い
。

　
第
六
に
、
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
＝
二
年
に
か
け
て
伊
藤
水
車
と
京
都
市
と
の
間
で
継
続
さ
れ
て
き
た
水
力
使
用
の
請
願
と
そ
れ
に
対
す
る

許
可
は
公
法
上
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
京
都
市
と
伊
藤
水
車
と
の
水
力
使
用
の
権
利
関
係
も
公
法
上
の
関
係
で
あ
る
。

　
第
七
に
、
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
と
伊
藤
水
車
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
行
為
で
増
額
も
値
上
げ
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
の
意
見

は
、
徴
収
し
て
い
る
冥
加
金
に
つ
い
て
は
条
例
に
規
定
が
な
い
の
で
、
条
例
に
従
っ
て
伊
藤
水
車
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
に
は
、
市
会
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

決
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
調
査
委
員
会
は
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
に
つ
い
て
、
鴨
川
運
河
開
墾
以
前
の
鴨
川
か
ら
の
流
水
使
用
権
は
認
め
る
が
、
開
墾
後

に
流
水
使
用
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
見
な
し
、
疏
水
水
力
使
用
の
権
利
は
市
の
営
造
物
で
あ
る
疏
水
運
河
を
利
用
し
た
と
い
う
新
た
な
事
実
に

よ
っ
て
発
生
し
た
と
解
釈
し
た
。
そ
の
上
で
、
過
去
に
京
都
市
と
伊
藤
水
車
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
水
力
使
用
の
請
願
と
許
可
の
関
係
を
公
法

上
の
関
係
と
位
置
づ
け
、
条
例
に
従
っ
て
正
当
な
使
用
料
を
徴
収
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
京
都
市
は
、
伊
藤
水
車
が
鴨

川
運
河
か
ら
取
水
す
る
水
力
使
用
の
権
利
に
つ
い
て
、
鴨
川
運
河
開
馨
以
前
か
ら
鴨
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
水
量
を
既
得
権
と
し
て
補
償
す
る

慣
行
水
利
権
と
解
釈
す
る
立
場
を
否
定
し
、
同
運
河
開
盤
に
よ
り
初
め
て
発
生
し
た
新
た
な
水
利
権
と
解
釈
す
る
立
場
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
報
告
書
に
従
い
、
同
日
の
市
会
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
伊
藤
水
車
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
べ
き
も
の
と
認
め
る
附
帯
決
議
を
行
い
、

前
年
＝
一
月
に
京
都
市
が
提
案
し
た
契
約
書
案
を
廃
案
と
す
る
決
議
を
行
っ
た
。
こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
一
九
二
三
年
二
月
一
九
日
の
市
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
、
二
二
年
度
分
か
ら
伊
藤
水
車
の
疏
水
使
用
に
対
し
条
例
を
適
用
す
る
と
の
議
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
三
月
一
五
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日
付
で
、
京
都
市
は
二
二
年
度
か
ら
水
力
使
用
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
二
四
八
八
円
六
八
銭
の
徴
収
決
定
の
通
知
を
伊
藤
水
車
に
送
付

　
　
　
⑨

し
て
い
る
。
京
都
市
は
、
伊
藤
水
車
が
従
来
支
払
っ
て
き
た
冥
加
金
七
〇
円
の
約
三
五
・
六
倍
の
使
用
料
の
支
払
い
を
、
伊
藤
水
車
に
正
式
に

要
求
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
揮
藤
水
車
に
よ
る
使
用
料
徴
収
取
消
の
異
議
申
立

　
こ
の
京
都
市
の
通
知
は
、
伊
藤
水
車
に
と
っ
て
受
け
容
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
二
三
年
四
月
一
六
日
、
伊
藤
喜
三
郎
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

速
水
リ
ツ
・
伊
藤
庄
兵
衛
の
連
名
で
市
会
決
議
に
基
づ
く
徴
収
の
違
法
を
訴
え
、
決
議
の
取
消
を
求
め
る
異
議
申
立
を
京
都
市
に
行
っ
た
。
そ

こ
で
伊
藤
水
車
が
違
法
で
あ
る
と
し
た
主
張
の
要
点
は
次
の
三
点
か
ら
成
る
。

　
第
一
に
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
は
私
法
的
契
約
に
よ
る
の
で
、
伊
藤
水
車
と
京
都
市
と
の
双
方
の
合
意
な
く
一
方
的
に
使
用
料
を
徴
収
す

る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
従
来
か
ら
使
用
し
て
き
た
鴨
川
引
水
口
が
鴨
川
運
河
工
事
の
た
め
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
た

伊
藤
水
車
は
、
京
都
市
と
協
定
を
結
び
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
引
水
口
を
薪
設
し
、
従
来
と
同
じ
水
量
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
相
互
に
約
束

し
た
。
鴨
川
か
ら
の
引
水
す
る
権
利
は
更
改
さ
れ
継
続
し
、
疏
水
か
ら
給
水
を
受
け
る
権
利
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
引
水
権
が
消
滅
し

た
代
償
と
し
て
、
特
別
の
契
約
に
よ
り
特
別
の
給
付
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
条
例
に
よ
っ
て
給
水
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
特
殊
の

原
因
の
も
と
で
将
来
の
契
約
を
結
ん
だ
結
果
の
給
水
で
あ
る
か
ら
、
双
方
の
合
意
な
く
、
京
都
市
の
み
の
一
方
的
行
為
で
使
用
料
を
増
徴
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

　
第
二
に
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
は
疏
水
放
水
使
用
に
あ
た
る
の
で
、
疏
水
放
水
使
用
に
対
し
条
例
を
適
用
し
て
使
用
料
を
増
徴
す
る
こ
と

は
違
法
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
疏
水
水
力
使
用
と
疏
水
放
水
使
用
は
全
く
別
物
で
、
条
例
は
疏
水
水
力
使
用
者
に
適
用
す
べ
き
で
、
疏
水

放
水
使
用
者
に
適
用
す
べ
き
で
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
①
疏
水
工
事
完
成
以
前
に
代
償
的
給
水
を
京
都
市
と
協
定
し
た
こ
と
、
②
条
例
に

基
づ
き
水
力
使
用
を
申
し
込
ん
で
い
な
い
こ
と
、
③
長
年
に
わ
た
り
放
水
費
を
徴
収
し
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
伊
藤
水
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車
は
全
く
代
償
的
給
水
と
し
て
疏
水
放
水
を
京
都
市
の
承
認
の
も
と
に
使
用
し
て
き
た
か
ら
、
た
と
え
、
市
会
の
決
議
を
も
っ
て
し
て
も
放
水

使
用
に
対
し
、
条
例
を
適
用
し
て
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
三
に
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
は
旧
慣
あ
る
営
造
物
を
使
用
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
の
に
条
例
を
適
用
す
る
の
は

違
法
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
京
都
市
は
従
来
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
を
旧
慣
に
よ
り
使
用
権
が
あ
る
も
の
と
認
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

市
会
は
旧
慣
を
変
更
し
、
一
九
一
＝
一
年
度
か
ら
条
例
を
適
用
し
て
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
決
議
し
た
。
し
か
し
、
旧
慣
あ
る
営
造
物
の
使
用
に

対
す
る
使
用
料
は
市
制
第
一
＝
一
条
に
従
っ
て
徴
収
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
旧
慣
あ
る
営
造
物
に
対
す
る
使
用
料
の
徴
収
は
旧

慣
に
よ
る
べ
き
で
、
旧
慣
を
変
更
ま
た
は
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
。
同
第
一
一
二
条
規
定
の
旧
慣
あ
る
営
造
物
に
対
す
る
使
用
料
の
徴
収
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

京
都
市
は
同
第
＝
○
条
規
定
の
旧
慣
あ
る
使
用
権
の
変
更
ま
た
は
廃
止
と
誤
解
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
京
都
市
は
特
別
使
用
条
例
を
設
定
せ

ず
、
旧
慣
あ
る
営
造
物
の
使
用
に
対
し
　
般
的
営
造
物
使
用
規
定
に
あ
た
る
水
力
使
用
条
例
を
適
用
し
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
第
～
＝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

条
の
規
定
を
無
視
し
た
も
の
な
の
で
、
違
法
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
伊
藤
水
車
は
、
自
ら
の
疏
水
か
ら
の
水
力
使
用
を
、
①
京
都
市
と
の
私
法
的
契
約
に
よ
る
の
で
双
方
の
合
意
な
く
変
更
で
き
な

い
こ
と
、
②
疏
水
の
放
水
使
用
に
あ
た
る
の
で
条
例
の
適
用
を
受
け
る
水
力
使
用
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
、
③
慣
行
水
利
権
に
よ
る
営
造
物
の

水
力
使
用
で
あ
る
か
ら
使
用
料
の
徴
収
は
旧
慣
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
三
点
を
主
張
し
、
こ
れ
ら
を
根
拠
に
市
会
決
議
の
取
消
を
求
め
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
京
都
市
と
伊
藤
水
車
と
の
争
点
は
、
伊
藤
水
車
に
よ
る
鴨
川
運
河
の
使
用
が
①
公
法
的
契
約
な
の
か
、
私
法
的

契
約
な
の
か
、
②
条
例
の
適
用
を
受
け
る
水
力
使
用
な
の
か
、
受
け
な
い
放
水
使
用
な
の
か
、
③
慣
行
水
利
権
な
の
か
、
新
規
に
得
た
水
利
権

な
の
か
、
の
三
点
に
絞
ら
れ
、
両
者
間
で
そ
の
根
拠
の
正
当
性
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
で
は
、
頑
強
に
市
会
決
議
を
受
け
容
れ
な
い
伊
藤
水
車
の
所
有
者
、
伊
藤
薯
三
郎
・
速
水
リ
ツ
・
伊
藤
庄
兵
衛
と
は
一
体
如
何
な
る
人
物
で

あ
り
、
京
都
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
社
会
的
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
5
）
　
伊
藤
喜
三
郎
・
傍
藤
庄
兵
衛
・
速
水
リ
ツ
の
社
会
的
位
置
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伊
藤
喜
三
郎
（
一
八
八
四
年
生
）
は
伊
藤
庄
兵
衛
家
の
分
家
に
当
た
り
、
川
端
正
面
下
ル
上
堀
詰
町
に
居
住
し
、
一
九
一
八
年
に
は
所
得
税

五
六
円
を
納
め
る
中
上
層
の
所
得
者
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
か
ら
帰
還
後
、
在
郷
軍
人
会
の
創
立
に
尽
力
し
、
同
会
聖
教
分
会
総
務
理
事
、
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

武
義
会
委
員
、
新
日
吉
神
社
総
代
、
公
同
組
合
幹
事
を
務
め
た
貞
教
学
区
の
名
望
家
の
一
人
置
あ
る
。
先
代
喜
兵
衛
は
一
八
九
二
～
九
五
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

市
会
議
員
を
務
め
、
こ
の
閉
門
の
う
ち
、
九
三
年
一
〇
月
か
ら
九
四
年
三
月
ま
で
市
臨
時
土
木
委
員
に
在
任
し
て
鴨
川
運
河
の
工
事
を
監
督
し
、

工
事
の
計
画
や
進
捗
に
影
響
力
を
及
ぼ
せ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
の
市
会
に
お
い
て
、
西
尾
と

と
も
に
伊
藤
水
車
の
契
約
の
不
当
を
主
張
し
た
田
中
新
七
議
員
は
、
「
自
分
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
が
為
二
、
伊
藤
喜
三
郎
君
ハ
市
会
議
員
ニ
ナ
ラ

レ
タ
サ
ウ
デ
ア
ル
、
而
シ
テ
之
レ
ノ
監
督
ヲ
ス
ル
常
設
委
員
ト
ナ
ツ
テ
此
工
事
ヲ
監
督
セ
ラ
レ
テ
、
自
分
ノ
水
路
其
目
的
ヲ
達
シ
八
五
ニ
ハ
御

　
　
　
　
　
　
⑮

出
席
ガ
ナ
カ
ツ
タ
」
と
述
べ
て
い
る
。
先
代
喜
三
郎
の
市
議
就
任
の
真
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
市
会

議
員
の
一
部
は
、
先
代
醤
三
郎
が
家
業
の
精
米
水
車
業
の
利
益
維
持
を
目
的
と
し
て
、
公
職
の
市
会
議
員
・
臨
時
土
木
委
員
に
就
任
し
た
と
見

な
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
速
水
リ
ツ
（
一
八
四
九
年
生
）
は
川
端
七
条
下
ル
日
吉
町
に
居
住
し
、
一
九
二
四
～
二
五
年
頃
に
は
所
得
税
七
二
円
を
納
め
る
中
上
層
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

得
者
で
、
六
六
六
坪
の
土
地
を
所
有
す
る
申
小
地
主
で
も
あ
っ
た
。
同
家
の
当
主
と
愚
わ
れ
る
速
水
三
郎
は
、
三
五
年
頃
に
日
吉
町
公
岡
組
長
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

貞
教
学
区
の
方
面
委
員
・
学
務
委
員
を
兼
任
し
て
い
た
。

　
伊
藤
庄
兵
衛
（
～
入
九
七
年
生
）
は
同
家
の
五
代
目
に
あ
た
り
、
本
町
十
丁
目
西
入
ル
西
畑
町
に
居
住
し
て
い
る
。
一
九
二
五
年
に
は
所
得

税
六
一
二
円
を
納
め
る
高
額
所
得
者
で
、
六
七
七
五
坪
の
土
地
を
所
有
す
る
大
地
主
で
も
あ
っ
た
。
東
山
聯
合
青
年
団
長
、
一
橋
学
区
の
富
川

組
合
幹
事
・
聯
合
青
年
団
長
、
八
坂
消
防
組
頭
、
方
面
委
員
、
社
会
教
育
委
員
、
西
畑
町
公
同
組
長
等
の
多
く
の
公
職
を
歴
任
し
、
居
住
す
る

西
畑
町
・
一
橋
学
区
・
東
山
区
に
お
い
て
青
年
団
、
消
防
団
、
社
会
教
育
、
社
会
事
業
等
の
活
動
に
貢
献
し
た
ほ
か
、
三
一
年
に
は
三
五
歳
の
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⑬

若
さ
で
公
同
組
合
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
る
。
祖
父
に
あ
た
る
三
代
目
庄
兵
衛
（
一
八
四
四
年
生
）
は
、
八
三
年
に
下
京
第
三
一
組
の

戸
長
・
学
務
委
員
、
八
七
年
に
連
合
町
会
議
員
等
の
公
職
を
歴
任
し
た
後
、
九
二
年
に
府
会
議
員
に
当
選
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
小
学
校
資
金
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

窮
民
救
助
金
、
盲
唖
院
基
本
金
を
幾
度
も
寄
付
し
た
篤
志
家
で
も
あ
っ
た
。
九
三
年
の
鴨
川
運
河
開
墾
時
に
は
一
〇
円
を
献
上
し
て
い
た
。
実

父
の
四
代
目
庄
兵
衛
（
一
八
六
八
年
生
）
は
、
鴨
東
運
河
か
ら
取
水
し
精
米
水
車
業
を
再
開
し
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
、
同
家
の
精
米
水
車
は
、

一
度
に
三
〇
石
の
精
米
が
可
能
で
、
「
　
ノ
橋
の
水
車
」
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
～
九
〇
四
年
に
市
会
議
員
に
初
当
選
し
た
後
、
一
〇
年
と

＝
二
年
に
再
選
さ
れ
、
一
七
年
ま
で
三
期
一
三
年
に
わ
た
り
市
会
議
員
を
務
め
た
。
市
議
在
任
時
は
臨
時
事
業
委
員
、
臨
時
三
大
事
業
委
員
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

公
設
常
任
委
員
を
歴
任
し
、
三
大
事
業
の
完
成
に
尽
力
し
た
。
こ
の
期
間
は
、
京
都
市
が
第
二
琵
琶
湖
疏
水
開
難
に
よ
り
鴨
川
運
河
の
拡
幅
を

計
画
実
施
し
、
三
～
五
度
目
の
条
例
改
正
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
藤
水
車
が
そ
の
適
用
を
受
け
な
か
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。
四
代

目
庄
兵
衛
は
三
代
目
庄
兵
衛
と
同
様
に
、
近
東
運
河
工
事
に
関
わ
る
京
都
布
の
要
職
に
就
く
こ
と
に
よ
り
、
巧
み
に
条
例
の
適
用
を
免
れ
る
よ

う
取
り
計
ら
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
水
車
は
伊
藤
庄
兵
衛
家
を
中
心
と
し
た
鴨
東
地
域
南
部
の
資
産
家
地
主
で
あ
り
、
且
つ
同
地
域
の
学
区
や
公
同
組
合
等
の

公
職
を
代
々
歴
任
し
て
き
た
有
力
な
地
域
名
望
家
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
伊
藤
喜
三
郎
や
伊
藤
庄
兵
衛
は
鴨
東
地
域
南
部
を
政
治
基
盤
に
市
会
に

進
出
し
、
家
業
の
精
米
水
車
業
者
と
し
て
の
私
的
利
益
を
維
持
拡
大
す
る
政
治
活
動
を
行
っ
て
も
、
地
域
社
会
か
ら
容
認
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。

（
6
）
　
伊
藤
水
車
へ
の
水
力
使
用
条
例
の
適
用

　
さ
て
、
伊
藤
水
車
に
よ
る
異
議
申
立
は
、
一
九
二
三
年
七
月
二
四
日
に
馬
淵
鋭
太
郎
市
長
に
よ
っ
て
市
参
事
会
に
提
出
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、

同
年
一
〇
月
二
六
日
、
市
参
事
会
は
異
議
申
立
の
却
下
を
決
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
①
営
造
物
の
使
用
は
原
則
と
し
て
公
法
関
係
に
基
づ
く

べ
き
で
あ
り
、
伊
藤
水
車
と
京
都
市
と
の
間
で
私
法
上
の
契
約
関
係
を
締
結
し
た
こ
と
を
示
す
事
実
や
証
拠
が
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ

に
反
し
て
、
公
法
関
係
に
基
づ
く
行
政
処
分
に
よ
り
営
造
物
の
使
用
を
許
可
し
た
事
実
が
あ
る
こ
と
、
②
鴨
川
運
河
の
開
襲
に
よ
り
鴨
川
か
ら
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の
引
水
使
用
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
伊
藤
水
車
の
引
水
権
は
一
度
消
滅
し
た
か
ら
、
疏
水
か
ら
の
送
水
と
鴨
川
か
ら
の
引
水
と
は
全

く
別
物
で
、
伊
藤
水
車
の
水
力
使
用
は
代
償
的
給
水
に
は
あ
た
ら
な
い
。
条
例
に
基
づ
い
て
使
用
を
申
し
込
ん
で
い
な
い
と
し
て
も
、
行
政
処

分
に
よ
り
発
生
し
た
水
量
使
用
で
あ
る
か
ら
、
放
水
使
用
で
は
な
く
水
力
使
用
に
あ
た
る
こ
と
、
③
京
都
市
は
旧
慣
を
継
続
す
る
こ
と
を
今
後

認
め
な
い
の
で
、
市
制
第
一
一
〇
条
に
準
拠
し
市
会
の
議
決
を
経
て
旧
慣
を
変
更
し
、
条
例
に
よ
る
規
定
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
、
の
三

　
　
　
　
　
⑳

点
に
あ
っ
た
。
市
参
事
会
は
伊
藤
水
車
に
よ
る
異
議
申
立
を
三
つ
の
争
点
の
何
れ
に
お
い
て
も
認
め
ず
、
異
議
申
立
の
理
由
な
き
も
の
と
し
て

却
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
事
態
を
踏
ま
え
、
～
九
二
三
年
＝
月
一
五
日
、
伊
藤
水
車
は
市
参
事
会
の
決
定
を
不
服
と
し
て
、
京
都
府
参
事
会
に
訴
願
し
、
翌
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
月
七
日
、
訴
願
申
立
理
由
説
明
書
を
京
都
府
知
事
に
提
出
し
て
い
る
。
一
方
、
京
都
市
で
は
、
二
三
年
一
一
月
二
四
日
に
馬
淵
市
長
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

訴
願
に
つ
い
て
京
都
府
に
弁
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
伊
藤
水
車
に
よ
る
疏
水
の
水
力
使
用
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
伊
藤
水
車
と
京
都
市
と
の
間
で

激
し
い
論
争
を
繰
り
返
し
、
そ
の
判
断
は
監
督
官
庁
の
京
都
府
に
一
任
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
二
六
年
八
月
＝
日
、
府
は
馬
淵
市
長
の
弁
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
正
当
と
し
、
最
終
的
に
伊
藤
水
車
の
訴
願
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
願
却
下
に
よ
り
、
伊
藤
水
車
は
条
例
に
基
づ
き
使
用
料
を
支
払

う
こ
と
が
正
式
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
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③
　
こ
の
条
例
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
第
＝
二
条
に
規
定
し
た
「
営
業
及
灌
概
ノ
類

　
二
使
屠
ス
ル
モ
ノ
」
の
使
用
料
の
金
額
決
定
を
め
ぐ
り
紛
糾
し
た
。
一
個
一
箇
月

　
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
一
九
二
〇
年
八
月
二
｝
日
の
市
参
事
会
案
は
、
置
数
四
〇

　
〇
以
下
四
五
銭
、
四
〇
〇
超
過
四
〇
銭
で
あ
っ
た
が
、
同
年
九
月
一
五
日
の
市
会

　
調
査
委
員
会
報
告
書
で
は
、
画
数
四
〇
〇
未
満
三
二
銭
、
七
〇
〇
未
満
二
八
銭
、

　
一
〇
〇
〇
未
満
二
五
銭
、
一
〇
〇
〇
以
上
二
〇
銭
に
修
正
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
案

　
は
＝
二
年
施
行
条
例
規
定
の
金
額
を
変
更
せ
ず
（
図
表
④
）
、
営
業
及
び
灌
概
用

　
の
水
力
使
用
の
値
上
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
ヨ
、
小
笠
原
孟

　
敬
轍
敵
日
只
が
、
積
数
…
四
〇
〇
山
木
満
四
一
銭
五
匝
縣
、
　
七
〇
〇
土
小
満
　
二
∴
ハ
銭
函
匝
縣
、
　
一
〇

　
O
O
未
満
三
二
銭
．
五
厘
、
一
〇
〇
〇
以
上
二
六
銭
と
い
う
両
案
双
方
の
使
用
料
額

　
の
問
を
取
る
折
衷
妥
協
案
を
動
議
と
し
て
提
出
し
た
こ
と
で
、
市
会
は
こ
の
小
笠

　
原
案
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
、
条
例
は
改
正
さ
れ
た
（
『
京
都
市
会
会
議
録
輪
一

　
九
二
〇
年
八
月
～
＝
日
、
九
月
　
五
B
）
。

②
『
京
都
市
公
報
㎞
一
九
二
〇
年
ご
一
月
一
旨
、
一
些
＝
年
＝
月
九
日
。

③
　
　
噸
京
都
市
会
会
議
録
臨
一
九
二
一
年
【
○
月
二
三
日
。

④
　
同
上
。

⑤
鴨
京
都
市
会
会
議
録
』
一
望
＝
年
一
〇
月
二
八
日
。

⑥
　
　
咽
京
都
市
会
会
議
録
噛
　
一
九
二
二
年
七
月
＝
二
日
。
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⑦
　
同
上
。

⑧
『
京
都
毒
虫
会
議
録
臨
一
九
二
三
年
二
月
一
九
日
頃

⑨
「
衆
議
院
・
府
会
・
府
有
財
産
・
府
行
政
雑
・
訴
願
訴
訟
・
士
族
編
入
・
諸
調

　
書
・
雑
事
雑
扁
『
京
都
府
行
政
文
書
㎞
大
一
五
－
三
三
。

⑩
前
掲
『
京
都
市
行
政
文
書
』
三
五
四
1
0
九
五
。

⑪
市
制
第
二
〇
条
は
第
【
項
「
旧
来
ノ
慣
行
二
黒
リ
市
住
民
特
二
財
産
又
ハ
営

　
造
物
ヲ
使
用
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旧
慣
二
軍
ル
旧
慣
ヲ
変
更

　
又
ハ
廃
止
セ
ム
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
市
会
ノ
議
決
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
、
第
二
項

　
「
前
項
ノ
財
産
又
ハ
営
造
物
ヲ
新
二
使
用
セ
ム
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
市
ハ
之
ヲ

　
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
の
二
項
か
ら
成
り
、
部
門
皿
＝
一
条
は
「
市
制
第
百
十
条

　
第
｝
項
ノ
使
用
者
ヨ
リ
使
用
料
ヲ
徴
収
シ
同
条
第
二
項
ノ
使
用
二
関
シ
テ
ハ
使
用

　
料
糊
置
一
時
ノ
加
入
金
ヲ
徴
収
シ
又
ハ
使
用
料
謝
謝
入
金
ヲ
共
二
徴
収
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
得
」
の
一
項
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
井
上
円
三
編
『
日
本
六
法
全
書
葱
（
清

　
水
害
店
、
　
九
二
七
年
）
「
市
町
村
制
」
三
四
～
三
六
）
。
伊
藤
水
車
は
、
使
用
料

　
の
徴
収
は
第
一
＝
一
条
第
一
項
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
疏
水
か
ら
の
水
力
使
用

　
は
旧
慣
の
変
更
ま
た
は
廃
止
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
第
＝
○
条
第

　
｝
項
の
門
旧
慣
二
依
ル
偏
と
の
規
定
を
受
け
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
第
一
一
二

　
条
に
は
特
別
使
胴
条
例
を
設
定
す
べ
き
と
解
釈
で
き
る
条
文
は
ど
こ
に
も
な
い
。

⑫
前
掲
『
京
都
宙
行
政
文
書
』
三
五
四
1
0
九
五
。

⑬
同
上
。
高
橋
正
信
著
『
第
弐
拾
弐
版
日
本
紳
士
録
㎞
（
交
訥
社
、
一
九
一
八

　
年
）
「
京
都
之
部
」
三
。
河
合
喜
重
編
『
学
区
大
観
　
修
道
・
貞
響
応
』
（
東
山
日

　
日
新
聞
社
、
一
九
三
四
年
）
「
第
二
篇
　
貞
教
学
区
鳳
三
〇
。
河
合
白
戦
編
『
東

お
　
わ
　
り
　
に

　
山
区
公
岡
要
覧
地
（
東
山
日
日
新
聞
社
、
一
九
三
六
年
）
四
八
。

⑭
京
都
市
会
事
務
局
調
査
課
編
『
京
都
市
会
史
』
（
京
都
市
会
事
務
局
、
一
九
五

　
九
年
）
「
資
料
篇
皿
　
布
会
議
員
選
挙
結
果
調
」
　
一
五
。
木
村
与
三
郎
編
噸
琵
琶

　
湖
疏
水
要
誌
附
録
』
（
京
都
市
参
事
会
、
一
八
九
六
年
）
三
〇
五
。

⑮
『
京
都
甫
会
会
議
録
幽
一
九
二
一
年
一
〇
月
二
八
曝
。

⑯
村
上
雄
次
郎
著
『
第
弐
拾
八
版
日
本
紳
士
録
㎞
（
交
矧
社
、
一
九
二
四
年
）

　
門
京
都
之
部
扁
　
一
四
。
原
義
雄
編
『
大
京
都
市
宅
地
人
名
録
匝
（
京
都
宅
地
入
名

　
録
発
行
所
、
一
九
二
五
年
）
一
七
。

⑰
前
掲
『
東
山
区
公
国
要
覧
臨
五
二
。

⑱
同
上
、
五
八
。
前
掲
川
劇
弐
捻
八
版
日
本
紳
士
録
㎞
「
京
都
之
部
」
四
。
前

　
掲
『
大
京
都
市
宅
地
人
名
録
臨
四
。
緊
急
福
次
郎
・
河
合
喜
重
著
噸
一
橋
学
区
大

　
観
㎞
（
日
本
今
熊
野
新
聞
社
、
一
九
一
三
　
年
）
「
第
参
章
　
人
物
と
店
舗
」
～
。

⑲
京
都
府
議
会
蛮
務
周
編
『
京
都
府
議
会
歴
代
議
員
録
臨
（
京
都
府
議
会
、
一
九

　
六
一
年
）
瓜
ハ
ニ
ー
出
入
三
。

⑳
同
上
、
三
〇
七
－
三
〇
八
。
前
掲
『
京
都
箭
会
史
㎞
「
資
料
篇
皿
市
会
議
員

　
選
挙
結
果
調
」
三
一
、
四
二
、
四
五
。

⑳
前
掲
『
京
都
府
行
政
文
書
出
大
一
五
…
三
三
。

⑫
　
前
掲
『
京
都
府
行
政
文
書
臨
大
一
五
－
三
三
。
前
掲
『
京
都
市
行
政
文
書
触
三

　
五
四
…
〇
九
五
。

⑬
　
前
掲
闘
京
都
市
行
政
文
書
臨
三
翫
四
1
0
九
五
。

⑳
　
同
上
。

⑳
　
同
上
。
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で
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
京
都
市
の
産
業
構
造
の
変
容
過
程
に
お
い
て
、
鴨
川
運
河
の
水
利
使
用
の
内
実
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
　
皿



で
あ
ろ
う
か
。
条
例
の
適
用
が
正
式
に
決
定
し
た
一
九
二
六
年
以
降
、
伊
藤
水
車
は
京
都
市
の
決
定
に
従
い
、
正
式
な
使
用
料
を
支
払
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

研
藤
水
車
の
慣
行
水
利
権
は
消
滅
し
、
琵
琶
湖
疏
水
の
水
力
使
用
に
お
い
て
例
外
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
～
方
、
こ
の
頃
か
ら
鴨
川
運
河
の
水
利
使
用
に
つ
い
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
鴨
川
運
河
の
舟
運
は
立
退
し

て
い
く
。
一
九
一
九
年
と
三
〇
年
と
の
大
津
・
京
都
・
伏
見
間
の
上
り
下
り
の
舟
運
を
比
較
す
る
と
、
石
炭
・
木
炭
・
薪
木
・
コ
ー
ク
ス
等
の

燃
料
と
雑
貨
・
雑
晶
を
中
心
に
一
四
一
五
九
六
駄
あ
っ
た
伏
見
・
京
都
問
の
上
り
の
輸
送
物
資
は
一
九
二
〇
駄
（
混
一
・
四
％
）
に
、
木
材
・

竹
材
、
燃
料
、
雑
貨
・
雑
品
を
中
心
と
し
て
㏄
七
～
六
三
駄
あ
っ
た
大
津
・
伏
見
問
の
下
り
の
輸
送
物
資
も
二
三
一
五
駄
（
約
一
三
・
五
％
）

に
、
木
材
・
竹
材
、
雑
貨
・
雑
品
を
至
心
と
し
た
京
都
か
ら
伏
見
へ
の
下
り
の
輸
送
物
資
も
二
五
五
七
五
〇
駄
か
ら
一
一
四
三
九
〇
駄
（
約
四

四
・
七
％
）
に
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
た
。
こ
れ
ら
の
減
少
に
対
し
、
～
九
年
に
は
存
在
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
尿
尿
が
下
り
船
の
輸
送
量
の
約
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

五
％
を
占
め
る
ま
で
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鴨
川
運
河
の
舟
運
は
上
り
下
り
と
も
大
幅
に
輸
送
量
を
減
少
さ
せ
、
上
り
の
衰
退
は

特
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
下
り
で
木
材
・
竹
材
、
雑
貨
・
雑
品
の
比
重
が
極
端
に
減
少
し
た
の
に
反
し
、
尿
尿
が
著
し
く
増
加

し
た
点
で
あ
る
。
大
津
・
京
都
で
生
産
さ
れ
た
木
材
・
竹
材
の
建
築
資
材
や
雑
貨
・
雑
品
等
の
工
業
製
品
は
も
は
や
鴨
川
運
河
で
伏
見
方
面
に

輸
送
さ
れ
な
く
な
り
、
替
わ
っ
て
京
都
市
か
ら
排
出
さ
れ
る
無
尿
が
南
山
城
地
域
へ
と
運
搬
さ
れ
る
比
重
が
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
道
路
の
発

③達
に
よ
り
自
動
車
が
急
速
に
普
及
し
、
陸
上
交
通
が
発
達
す
る
中
で
、
水
上
交
通
の
鴨
川
運
河
は
陸
上
交
通
の
自
動
車
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
、

開
通
か
ら
僅
か
三
〇
年
余
で
当
初
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。

　
～
方
、
水
力
使
用
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
～
九
一
九
年
以
降
の
下
京
区
（
東
山
区
）
に
お
け
る
鴨
川
運
河
の
水
力
使
用
は
、
伊
藤

水
車
が
実
際
に
使
用
し
た
水
量
が
換
算
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
二
年
は
二
二
人
、
五
九
・
四
〇
個
に
増
加
し
た
が
、
こ
れ
以
降
激
減
し
、
伊

藤
水
車
へ
の
条
例
の
適
用
が
正
式
に
決
定
し
た
二
六
年
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
使
用
水
量
が
最
低
の
三
四
・
〇
三
個
、
翌
年
に
は
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
者
数
が
最
低
の
四
人
に
ま
で
減
少
し
た
。
京
都
府
か
ら
訴
願
が
却
下
さ
れ
る
前
の
二
五
年
七
月
一
八
日
、
伊
藤
水
車
の
所
有
者
の
一
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
速
水
リ
ツ
は
京
都
府
に
水
車
営
業
の
廃
業
届
を
提
出
し
、
水
力
使
用
者
の
一
角
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
精
米
及
製
粉
用
の
水
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力
使
用
の
人
員
と
水
量
は
、
三
三
年
に
三
人
、
四
一
一
・
二
個
で
あ
っ
た
の
が
、
翌
年
に
は
一
人
、
三
四
個
が
減
少
し
、
二
人
、
八
・
二
個
に
ま

　
　
　
　
　
　
⑥

で
激
減
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
四
個
の
水
量
を
使
用
し
て
い
た
伊
藤
水
車
は
三
三
年
に
は
鴨
川
運
河
か
ら
取
水
を
断
念
し
、
精
米
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

車
業
を
廃
業
し
た
と
推
測
で
き
る
。
三
二
年
以
降
、
東
由
区
に
お
け
る
鴨
川
運
河
の
水
力
使
用
者
は
二
〇
人
前
後
に
増
加
し
た
。
伊
藤
水
車
の

撤
退
に
よ
り
大
規
模
な
水
量
を
引
水
す
る
大
口
使
用
者
が
不
在
と
な
り
、
小
規
模
な
水
力
使
用
者
が
乱
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

精
米
水
車
の
水
力
使
用
が
激
減
し
た
原
酒
は
電
動
精
米
機
の
普
及
に
求
め
ら
れ
る
。
京
都
市
営
電
力
を
精
米
の
用
途
で
受
給
す
る
口
数
と
馬
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

数
は
、
二
〇
年
に
二
三
六
口
、
二
四
三
馬
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
三
年
に
は
五
八
八
口
、
九
九
七
・
五
馬
力
に
増
加
し
た
。
一
九
二
〇
年

代
を
通
し
て
京
都
市
の
精
米
動
力
に
お
い
て
電
力
が
水
力
を
圧
倒
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
伊
藤
水
車
に
条
例
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
の
研
究
史
に
お
け
る
意
義
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
一
八
九
四
年
の
京
都
市
に
よ
る
琵
琶
湖
疏
水
鴨
東
運
河
の
開
繋
に
よ
り
、
鴨
川
か
ら
の
取
水
に
よ
り
精
米
水
車
を
営
業
し
て
い
た
伊
藤
水
車

の
水
路
を
断
ち
、
伊
藤
水
車
は
近
世
以
来
有
し
て
き
た
鴨
川
の
水
利
権
を
失
う
危
機
に
陥
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
京
都
市
の
公
営
事
業
と
し
て

「
市
民
的
公
共
関
係
」
を
確
保
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
琵
琶
湖
疏
水
事
業
は
、
伊
藤
水
車
の
鴨
川
か
ら
の
旧
慣
と
し
て
の
水
力
利
用
を
喪
失

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
雄
蕊
水
車
の
異
義
申
立
に
よ
り
京
都
市
は
従
来
の
伊
藤
水
車
の
鴨
川
か
ら
の
水
力
使
用
を
慣
行
水
利
権
と

し
て
認
め
、
鴨
川
運
河
開
繋
に
よ
り
喪
失
し
た
水
量
を
償
還
水
と
し
て
事
実
上
無
償
で
供
給
し
、
残
っ
た
新
規
に
得
る
水
量
の
み
を
少
額
の
冥

加
金
の
支
払
い
で
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
「
布
民
的
公
共
関
係
」
を
担
保
す
る
は
ず
の
京
都
市
営
の
水
利
事
業
は
、
開
始
当
初
の
一
八
九
五
年

時
点
で
は
、
新
規
の
水
力
使
用
者
と
近
世
以
来
の
旧
慣
使
用
者
を
区
別
し
、
後
者
の
特
権
的
使
用
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
た
。
よ
っ
て
、
営
造

物
を
使
用
す
る
市
民
間
に
お
い
て
著
し
く
公
平
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
「
市
民
的
公
共
関
係
」
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
避
雷
地
域
の
有

力
者
で
あ
り
地
域
名
望
家
で
あ
っ
た
伊
藤
水
車
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
布
会
議
員
、
市
参
事
会
員
等
の
市
の
要
職
に
就
任
す

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
精
米
水
車
業
の
私
的
利
益
の
維
持
に
努
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
第
　
次
世
界
大
戦
期
の
京
都
市
の
経
済
成
長
に
よ
る
工
業
化
の
進
展
と
水
力
使
用
の
多
様
化
に
よ
り
、
水
力
使
用
事
業
に
お
い
て
、
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精
米
の
相
対
的
地
位
が
低
下
す
る
～
方
、
紡
績
・
染
色
・
伸
銅
・
製
箔
等
の
多
目
的
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
規
の
庭
園
・
防
火
・

娯
楽
で
の
使
用
が
営
業
・
灌
早
馬
の
使
用
よ
り
高
い
賦
課
率
の
使
用
料
を
設
定
し
た
条
例
に
改
正
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
市
会
は
伊
藤
水
車

の
慣
行
水
利
権
を
根
拠
に
し
た
特
権
的
使
用
を
批
判
し
、
京
都
市
は
一
般
水
力
使
用
者
と
同
様
に
条
例
に
基
づ
く
使
用
料
を
伊
藤
水
車
に
支
払

わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
日
本
近
代
の
都
市
に
お
け
る
慣
行
水
利
権
は
、
～
九
六
〇
年
代
以
降
に
村
落
共
同
体
秩
序
の
崩
壊
に
よ
っ
て
消
失
し
て
い
く
農

村
部
と
は
大
き
く
異
な
り
、
京
都
市
に
お
い
て
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
近
代
化
に
よ
る
水
力
使
用
の
多
様
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
条
例
改
正
に

よ
る
使
用
料
の
値
上
げ
と
用
途
別
の
差
別
化
を
反
映
し
、
市
会
の
決
議
に
基
づ
い
た
都
市
行
政
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
解
体
を
遂
げ
て
い
く
。
こ

の
こ
と
は
一
九
二
〇
代
に
お
い
て
「
市
民
的
公
共
関
係
」
に
お
け
る
負
担
と
受
益
↑
条
例
に
基
づ
く
使
用
者
へ
の
適
胴
）
の
公
平
な
関
係
が
初

め
て
実
現
す
る
こ
と
を
意
覆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
京
都
市
の
水
力
使
用
事
業
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
私
有
財
産

権
へ
の
市
民
の
公
共
的
関
心
（
1
1
市
会
か
ら
の
伊
藤
水
率
へ
の
条
例
適
用
要
求
）
が
高
ま
り
、
市
民
の
理
性
的
な
合
意
↑
市
会
決
議
）
の
成
果
に
よ

っ
て
法
（
1
1
水
力
使
用
条
例
）
が
伊
藤
水
車
に
適
用
さ
れ
、
特
別
免
除
や
特
権
を
禁
止
す
る
「
市
民
的
公
共
関
係
」
が
初
め
て
成
立
し
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
伊
藤
水
車
へ
の
条
例
適
用
に
よ
り
、
高
額
の
使
用
料
の
支
払
い
を
圏
養
す
る
た
め
伊
藤
水
車
は
水
車
業
を
廃
業
し
、
鴨
川
運
河
か
ら
の

水
力
使
用
を
や
め
て
し
ま
う
。
有
力
な
精
米
水
車
業
者
の
廃
業
は
琵
琶
湖
疏
水
事
業
全
体
の
水
利
使
用
の
内
実
を
見
直
す
転
換
点
で
も
あ
っ
た
。

結
果
的
に
は
鴨
川
運
河
の
水
力
使
用
者
の
小
規
模
化
と
乱
立
化
を
も
た
ら
し
、
電
動
精
米
器
の
普
及
に
よ
り
、
都
市
に
お
け
る
水
力
を
動
力
と

す
る
精
米
は
き
わ
め
て
小
規
模
な
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
鴨
川
運
河
に
お
い
て
、
既
に
衰
退
傾
向
に
あ
っ
た
運
河
事
業
（
舟
運
）
に
加
え
、

水
力
事
業
が
著
し
く
衰
退
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
京
都
市
が
鴨
川
運
河
の
水
利
施
設
と
し
て
の
舟
運
事
業
・
水
力
事
業
を
見
直
す
大
き
な

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
解
明
で
き
な
か
っ
た
課
題
も
多
い
。
特
に
、
市
会
に
お
い
て
伊
藤
水
車
の
特
権
的
使
用
を
批
判
し
た
西
尾
林
太
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⑩

郎
・
田
中
新
七
や
条
例
の
適
用
を
主
張
し
た
佐
々
木
惣
一
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
担
い
手
と
し
て
も
知
ら
れ
、
伊
藤
水
車
の
特
権
的
使
用
の

否
定
す
る
彼
等
の
雷
動
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
既
に
、
水
戸
・
静
岡
・
金

沢
の
各
都
市
を
事
例
と
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
画
期
と
す
る
都
市
社
会
へ
の
公
的
介
入
の
進
展
は
、
既
存
の
都
市
支

配
層
を
批
判
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
勢
力
が
都
市
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
や
社
会
政
策
の
実
施
を
主
張
し
、
市
政
が
こ
れ
に
対
応
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
こ
と
を
通
じ
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
期
し
た
い
。

①
筆
者
は
伊
藤
水
車
へ
の
条
例
適
用
に
よ
り
、
京
都
市
が
琵
琶
湖
疏
水
か
ら
取
水

　
す
る
全
て
の
水
力
使
朋
者
に
条
例
を
適
廉
し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
一
八
九
〇

　
年
の
琵
琶
湖
疏
水
詔
旨
時
に
、
京
都
市
は
山
科
盆
地
北
部
山
麓
の
農
地
を
破
壊
し

　
た
た
め
、
そ
の
償
還
水
と
し
て
灌
概
出
水
を
四
ノ
宮
、
御
陵
等
か
ら
岡
農
地
に
現

　
在
で
も
供
給
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伊
藤
水
車
の
場
合
と
事
情
が
全

　
く
異
な
る
の
は
、
伊
藤
水
車
が
格
安
の
使
用
料
で
継
続
的
に
三
四
個
の
水
を
使
用

　
し
私
的
利
益
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
山
科
地
域
へ
は
春
先
の
農
繁
期
に
一
時
的

　
に
数
個
の
灌
概
用
水
を
供
給
す
る
に
過
ぎ
ず
、
疏
水
に
依
存
し
な
く
て
は
嗣
地
域

　
の
灌
概
用
水
を
満
た
す
だ
け
の
水
源
が
極
め
て
乏
し
い
点
に
あ
る
。

②
京
都
市
役
所
噸
京
都
市
第
拾
弐
回
統
計
書
評
（
一
九
二
〇
年
）
二
三
六
⊥
＝
二

　
七
、
同
『
京
都
市
第
弐
拾
弐
圓
統
計
書
』
（
一
九
三
二
年
）
一
四
四
～
一
四
五
。

③
京
都
市
の
車
道
の
シ
ー
ト
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
距
離
は
、
一
九
二
八
年
に
七

　
九
五
八
m
で
あ
っ
た
が
、
三
六
年
に
は
約
一
〇
倍
の
七
九
五
六
三
m
に
増
加
し
て

　
い
る
（
京
都
布
役
所
『
京
都
市
第
弐
拾
参
嗣
統
計
書
㎞
（
｝
九
王
三
年
）
二
六
一
、

　
同
『
京
都
市
第
弐
拾
八
回
統
計
書
嚇
（
一
九
三
八
年
）
二
八
五
）
。

④
京
都
市
『
水
利
事
業
電
気
事
業
成
績
調
書
』
（
一
九
一
九
～
一
九
三
〇
年
度
）
。

⑥
　
　
「
河
周
往
復
・
河
捌
定
期
占
用
・
土
木
往
復
・
池
沼
用
悪
水
路
・
下
水
道
」

　
『
京
都
府
行
政
文
書
瞳
大
正
一
五
i
一
〇
四
。

⑥
京
都
市
㎎
電
気
事
業
成
績
調
書
臨
（
一
九
三
三
年
度
）
＝
九
。
同
『
電
気
事

　
業
成
績
調
書
』
（
一
九
三
四
年
度
）
＝
七
。

⑦
前
掲
欄
京
都
府
議
会
歴
代
議
員
録
輪
三
〇
八
に
は
、
五
代
目
庄
兵
衛
は
「
昭
和

　
初
年
、
水
車
創
業
百
年
を
機
と
し
て
廃
業
扁
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
二
代
冒
庄

　
兵
衛
が
水
車
業
を
開
業
し
た
の
は
前
記
の
と
お
り
一
八
＝
一
三
年
で
あ
る
か
ら
、
そ

　
れ
か
ら
一
〇
〇
年
目
に
当
た
る
一
九
三
三
年
に
廃
業
し
た
こ
と
は
聞
違
い
な
い
と

　
考
え
る
。

⑧
京
都
市
嗣
電
気
事
業
成
績
調
激
痛
（
一
九
三
一
～
一
九
三
四
年
度
）
。

⑨
京
都
市
役
所
噸
京
都
市
第
拾
参
回
統
計
漱
晶
（
一
九
二
二
年
）
三
九
四
。
前
掲

　
噸
京
都
市
第
弐
拾
参
回
統
計
書
㎞
；
一
四
。

⑩
西
尾
・
田
中
に
つ
い
て
は
京
都
府
議
会
事
務
局
編
『
京
都
府
議
会
歴
代
議
員

　
録
㎞
（
京
都
府
議
会
、
一
九
六
一
年
）
一
五
一
、
一
一
一
三
四
、
米
田
整
一
郎
編
糊
水

　
平
隔
一
巻
一
号
（
水
平
社
出
版
部
、
一
九
【
三
年
七
月
）
、
佐
々
木
に
つ
い
て
は

　
松
尾
尊
王
著
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
群
像
臨
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
三

　
を
参
照
。

⑪
　
大
石
慕
一
郎
・
金
澤
史
男
編
『
近
代
臼
本
都
市
史
研
究
㎞
（
日
本
経
済
評
論
社
、

　
二
〇
〇
三
年
）
、
七
〇
六
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eventually　granted　the　Sayama　domain　oversight，　under　the　3urisdiction　of

the　Osaka　Machibuyo－sho．

　　The　Sayama　domain　sought　to　control　Sayamaike　in　order　to　serve　its　own

interests，　and　to　prevent　disasters　within　its　territory　and　in　the　vicinity　of

the　lord’s　residence．　For　its　part，　the　shogunate　sought　to　involve　the

Sayama　domain　in　the　reseructuring　and　management　of　rivers　in　the

Kamigata　region　at　that　time，　by　granting　it　jurisdiction　over　the　reservoir．

In　doing　so，　the　shogunate　also　intended　to　help　the　domain　with　its　efforts

to　avoid　flood　disasters　within　its　own　territory．

The　Development　of　Water－Rights　Projects　and　Traditional　Water

　　　　Rights　in　the　Modern　Japanese　City：　A　Consideration　of

the　Hydrattlic　Usage　of　the　ltoh　Waterwheel　on　the　Kamogawa

　　　　　　　　　　　　　　　Canal　Section　of　the　Biwal〈o　Canal

by

SHIRAI〈1　Masatoshi

　　In　scholarly　writing　on　water　rights　（suirab　during　the　modern　era　in

Japan，　the　most　studies　have　chiefly　dealt　with　water　rights　for　irrigation　in

farming　area，　and　those　deaiing　with　city　have　been　rare．　The　Biwako　Canal

project　dealt　wlth　in　this　article　was　a　pubric　water－rights　project　managed

as　a　municipal　enterprise　by　Kyoto　city　from　its　beginning　in　1892：　it　was

precisely　a　water－rights　project　managed　by　a　city　administration．　This

enterprise　was　a　multipurpose　water－rights　project　in　which　water　was　to　be

used　for　various　ends－waterpower，　the　generation　of　electricity，　water

transport－and　not　only　for　irrigation．　lt　was　social　infrastructure　that

propelled　the　modernization　of　the　city　of　Kyoto．　Although　previous　studies

of　the　history　of　the　modern　city　in　Japan　have　seen　the　formation　of　the

“relationship　between　the　bdirger　and　Offentliclzlteit”　（bourgeois　or　the

citizens　of　the　city　and　public　space）　in　cities　as　advocated　by　German

sociologist　JUrgen　Habermas　as　an　indispensable　object　for　verification，　they

have　proceeded　without　inquiring　fully　into　his　concept　of　“the　relationship

between　the　bourgeois　aBd　public　space．”
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　　In　this　article，　1　recoRsidered　this　concept　and　redefine　“the　relationship

between　the　bourgeois　and　public　space”　as　a　relationship　that

fundamentally　forbids　special　privileges　or　special　exemptions，　and　binds

everyone　equaiiy　under　the　iaw　stipttiated　as　a　resutt　of　the　rational

agreement　among　the　bourgeois　（citizens　of　the　city）　in　the　form　of　“public

opinion．”　Moreover，　by　focusing　on　the　use　of　hydrau｝ic　power　by　the　ltoh

Waterwheel，　a　the　rice－polishing　waterwheel　business　that　used　water　from

the　Kamogawa　Canal　sectioR　of　the　Biwalco　Canal　project，　1　will　clarify　the

process　of　the　development　of　“the　relationship　of　the　bourgeois　and　public

space”　in　the　Kyoto　municipal　water－rights　project．

　　Since　the　early　modem　era，　the　ltoh　Waterwheel　enterprise　had　been

controlled　by　three　persons：　ltoh　Kisaburou，　Hayami　Ritsu，　and　ltoh　Shoubei．

They　were　the　most　powerful　rice－polishing　waterwheel　traders　in　Kyoto，

and　used　and　a　large　volume　of　water　drawn　from　the　Kamogawa　River

using　a　watercourse　built　along　the　east　side　of　this　river．　During　the　water

shortage　of　1883，　they　were　accorded　relatively　favorable　terms　in　using　and

irrigation　water　from　the　Kamogawa　River．　But　as　municipal　government　of

Kyoto　City　started　the　construction　of　Kamogawa　Canai　on　the　east　side　of

Kamogawa　River　in　1894，　this　watercourse　was　demolished，　aRd　the　ltoh

Waterwheel　could　not　draw　water　from　the　Kamogawa　River　at　alL

Therefore，　they　demanded　compensation　from　the　municipal　government　of

Kyoto　City　due　to　this　fact．　This　resulted　in　the　municipal　government

accepting　their　demand．　This　allowed　the　ltoh　Waterwheel　to　use　large

quantities　of　water　from　the　newly　built　Kamogawa　Canal　at　a　discounted

price　as　compensation　for　their　loss．　Thereafter，　the　municlpal　government

recognized　the　traditional　water　rigkts　of　the　ltoh　Waterwheel　that　had　been

held　since　the　early　modern　period，　and　continued　to　recognize　their　special

right　to　use　the　Biwako　Canal．

　　But　with　the　economic　development　of　the　city　of　Kyoto　after　World　War

I，　the　first　priority　for　the　Biwako　Canal　project　moved　from　water　transport

and　waterpower　to　the　generation　of　electricity，　and　with　this　change，

waterpower　began　to　be　employed　for　various　uses－not　only　rice

polishing　but　also　for　industrial　power，　extinguishing　fires，　and　supplying

garden　ponds，　thus　the　granting　of　special　usage　rights　to　the　ltoh

Waterwheel　became　conspicuous．　Upon　the　revision　of　the　waterpower

ordinance　in　1920，　the　municipal　government　changed　water　rates　in

accordance　wlth　waterpower　use．　At　this　moment，　the　continued

authorization　of　the　special　usage　right　granted　the　ltoh　Waterwheel　by　the
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municipal　government　became　a　great　political　issue　in　the　Kyoto　municipal

counci1　where　it　was　seen　as　an　unfair　use　of　waterpower．　However，

municipal　government　was　unable　to　justify　its　granting　of　special　rights　to

the　ltoh　Waterwheel　in　response　to　these　views．　IR　contrast，　the　Kyoto

municipal　council　demonstrated　the　legal　basis　for　makiRg　clear　that　the

special－right　use　was　illegal，　aRd　passed　a　resolution　demanding　the　ltoh

Waterwheei　pay　appropriate　fees　for　waterpower　use　based　on　the　rate　set

by　this　ordinance．　Therefore，　ltoh　Waterwheel　sued　objecting　to　the

resolution．　The　municipal　government　of　1〈yoto　City　and　ltoh　Waterwheel

argued　whether　their　traditional　water　rights　were　a　public　legal　contract　or

a　private　legal　contract　However，　in　the　end，　ltoh　Waterwheel’s　appeal　was

rejected　by　the　government　of　1〈yoto　in　1926．　The　government　formally

decided　that　ltoh　Waterwheel　must　pay　a　legal　waterpower　use　rate　in

accordance　with　this　ordinance．

　　In　this　way，　traditional　water　rights　in　modern　Japan　were　denied　and

dismantled　by　the　city　goverRment　on　the　basis　of　the　reso｝ution　of　the

municipal　council　in　1〈yoto　that　was　influenced　by　the　diversification　of

water　right　usage　due　to　economic　development　following　World　War　1　in

Kyoto　and　the　accompanying　increase　and　discrimination　in　use　in　the

waterpower　ttse　rate　based　on　revision　of　regulations．　This　meaRt　that　a

fairly　balanced　relationship　betweeR　the　costs　and　benefits　to　the　citizens　of

the　city　within　“the　relatioR　between　the　bourgeois　and　public　space”　first

materialized　in　the　1920s．　ln　other　words，　1　believe　that　it　can　be　elaimed

that　the　“the　relationship　between　the　bourgeois　and　public　space，”　which

forbade　special　privilege　and　special　exemptions，　was　not　first　formed　in　the

public　water－rights　project　managed　by　the　municipal　enterprise　in　Kyoto

city　until　the　citizens　had　shown　increased　public　interest　iR　their　private

property　rights　after　the　World　War，　and　this　resulted　in　the　rational

agreement　that　applied　the　law　to　ltoh　Waterwheel．
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